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令和３年第２回長与町議会定例会 

議事日程（第２号） 

 

令和３年６月２日（水） 

午前９時３０分 開議  

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ― 一般質問  

    

  
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さん、おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第１、一般質問を行います。通告順に発言を許します。 

質問並びに答弁は会議規則第５４条第１項の規定を遵守し簡明にお願いします。 

なお、通告外にわたっての発言はできないことを申し添えます。 

通告順１、浦川圭一議員の①土砂災害特別警戒区域の安全性の確保について、②正確

な行政情報の発信についての質問を同時に許します。 

４番、浦川圭一議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

皆様おはようございます。質問に入る前に新型コロナウイルス感染の１日も早い収束

を御祈念申し上げまして、質問に入らせていただきます。 

①土砂災害特別警戒区域の安全性の確保について。本年４月より新たな行政運営の指

針となる第１０次総合計画が示されております。その中で防災、減災の取り組みとして

「災害の未然防止、減災のための河川・急傾斜地等の適正管理」という事項が示されて

おります。この取り組みの実効性を高めるためには、土砂災害特別警戒区域の箇所の削

減が最も重要で効果的であると考えております。そのためには対象区域の住民の同意を

得ながら公共事業による対策工事を実施する、その環境づくりが必要と考え質問いたし

ます。（１）はじめに「土砂災害特別警戒区域は、警戒区域のうち、土砂災害が発生し

た場合に建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあ

ると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規

制される土地の区域です。」と示されております。本町において、この土地の区域の対

象世帯数、人口は把握しておられるのか、お伺いします。（２）本町における令和３年

３月１２日現在、指定済みの土砂災害特別警戒区域６３０か所のうち町、県施工の急傾

斜地崩壊対策事業の採択基準に合致する箇所は何箇所あるか、お伺いいたします。（３）

上記の箇所のうち工事用地の無償提供の承諾及び事業費に係る受益者負担金を誰が幾ら

負担するかなどの条件が整えば、町に対して事業実施の要請を行えるものと理解してお

ります。そこで本町の受益者負担金の負担割合を伺います。（４）連携中枢都市圏によ

り関わりが深い長崎市、時津町が受益者に求める負担額は本町と比較して少額であると

聞いておりますが、近隣自治体と同程度になるよう見直して、受益者が急傾斜地崩壊対

策事業の要請に手を挙げやすい環境をつくって事業実施に努めていくことが災害の未然

防止に寄与することと考えておりますが、受益者負担金を見直す考えはないか伺います。 

②正確な行政情報の発信について。第１０次総合計画において行政情報の発信と広聴

機会の充実の取り組みが示されておりますが、入札契約適正化法に基づき、ホームペー

ジで公表されている「発注見通しに関する事項の公表」及び入札情報のうち「契約内容」

の中で契約変更に関する情報の記載が正確なのかと疑問を持つようなものが何件か示さ

れている、と感じております。次の点について質問いたします。（１）発注見通しに関



する事項については現在まで公表すら行われていませんが、上半期の発注予定はないの

か伺います。（２）契約変更が行われた場合に、その内容を入力しホームページ画面に

反映されるには何日ぐらいを要するのか伺います。（３）契約の完了を発注者、ホーム

ページ検索者双方が確認するためにも契約内容一覧表の中に竣工検査日などの完成の確

認日を記載することができないのか、お伺いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆様おはようございます。今議会の最初の質問者であります浦川議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

１番目１点目でございます。土砂災害特別警戒区域の対象世帯数、人口の把握につい

てということでございます。対象区域内の家屋の形態におきまして、戸建て住宅、集合

住宅、空家など様々でございます。正確な世帯数や人口を把握することが非常に困難な

状況でございますが、対象区域のかかる土地の中で、地目「宅地」の筆数はおおよそ１,

３００筆でございます。次に２点目の町、県施工の急傾斜地崩壊対策事業の採択基準に

合致する箇所は何箇所あるのかというお尋ねでございます。急傾斜地崩壊対策事業にお

きまして町施工の採択基準は、自然法面で勾配が３０度以上、高さ５メートル以上、被

災の恐れのある人家５戸以上。そして県施工の場合は、自然法面では勾配が３０度以上、

高さ１０メートル以上、被災の恐れのある人家１０戸以上、防止工事の事業費７,００

０万円以上となっております。土砂災害特別警戒区域は、自然法面で勾配が３０度以上、

高さ５メートル以上の箇所を指定されておりますことから、全ての箇所におきまして急

傾斜地崩壊対策事業に採択される可能性がございますが、被災の恐れのある人家戸数の

把握、こういったものが困難なことから災害基準に合致する箇所数までは把握ができて

おりません。現在、町民の皆様からの相談があった箇所につきましては県の方に報告を

いたします。そして県と合同で現地を確認し、調査を行い、採択できるかどうか判断を

している状況でございます。続きまして３点目の急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担金

の負担割合についてのお尋ねでございます。本町での負担割合は、事業費に対しまして

町施工時では１０％、県施行時では５％となっております。次に４点目でございます。

急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担金の見直しについてのお尋ねでございます。議員御

指摘にもありますとおり受益者負担金の負担割合は、近隣の長崎市、時津町と比較して

も高いということは承知をしておるところでございます。このことに加えまして、平成

２９年度に県が本町に初めて土砂災害特別警戒区域を指定いたしました。そのことから

急傾斜地崩壊対策事業に対する町民の皆様方の関心が非常に高まりつつあったわけでご

ざいます。近年の異常気象により本町におきましても災害が発生しておりまして、第１

０次総合計画の中における取り組みの一つで挙げておりますけれども、災害の未然防止、

減災のための河川、急傾斜地等の適正管理をする必要があることを踏まえまして、今後



は受益者負担金の見直しについても検討してまいりたいと考えております。 

続きまして大きな２番目、１点目の上半期の発注予定ということでのお尋ねでござい

ます。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の定めによりまして、

予定価格が２５０万円以上の公共工事及び建設コンサルタント業務につきましては、

「長与町公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容の公表に関する

要綱」に基づきまして、当該年度の発注見通しに関する事項を発注予定工事等概要によ

り公表を行っておるところでございます。公表の時期につきましては、４月１日現在の

予定は４月中に行っております。また、１０月１日現在の予定は１０月中に公表してい

るということで、年に２回公表しております。また、本年４月のホームページの公表に

つきましては４月１６日に行っておりまして、発注予定工事等につきましては４２件、

そのうち上半期の発注予定は３８件でございました。なお、議員より御指摘がありまし

た発注見通しに関する事項が公表されていないという点につきまして、これは本年４月

にホームページのリニューアルを行いまして、新たな機能としてトップページの便利な

サービスに入札情報検索を追加しました。しかしながら十分な活用ができておらず、既

存の入札契約情報にもリンクしていないというような状況でございまして、大変申し訳

なかったんですけども情報の検索が分かりにくい点があったということでございました。

利用者の皆さんに御不便をお掛けした点もございますので、現在この件につきましては

改善を行っているところでございます。今後も改良を行いまして、分かりやすく正確で

即時性のある情報発信に進めてまいりたいとそのように考えております。続きまして２

点目の契約変更が行われた場合のホームページ更新に何日ぐらいを要するのかという質

問でございます。契約変更が行われた場合は、工事担当課が工事発注管理システムへそ

の内容を入力いたします。そして、契約管財課へ報告するという手順になっておるとこ

ろでございます。その後、ホームページへの更新を契約管財課で行っておりまして、報

告を受けてから大体１週間以内にホームページの更新を行っているところでございます。

３点目の契約内容一覧表の中に竣工検査日などの完成の確認日を記載することはできな

いのかという御質問でございます。現在、ホームページで公開をしております契約内容

一覧表は、公共工事等の名称、場所、種類、請負人に関する事項、契約年月日及び契約

額、工期、概要、契約の変更を行った場合にありましては、その変更の理由及びその内

容、随意契約による公共工事等の場合にありましては、その相手方の選択理由の公表を

行っているところでございます。議員御指摘の竣工検査日などの完成の確認日の公表に

ついては現在のところ行っておりませんが、今後は分かりやすい公表の観点からも記載

ができるよう研究をしてまいりたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

それでは再質問に入る前に、１点目の提案理由につきましてちょっと話をさせていた



だきます。こういう防災、減災の具体的取り組みを各種町の計画等で見ていきますと、

総合計画の中に「国土強靱化計画に基づく防災、減災の取り組みを進める」ということ

が記されておりまして、長与町国土強靱化地域計画、この中に「ハード事業とソフト対

策の適切な組み合わせと施策の重点化」という項目がありまして、ここに「自然の猛威

から町民の命を守り、被害を最小限に抑えるために、急傾斜地崩壊対策などのハードに

よる対策と避難訓練や防災教育などのソフトによる対策を組み合わせ複合的な防災対策

を進めている。」と、もう既に進めているんだということが書かれてあるんです。そし

て「今後、この取り組みを着実なものとし、できるだけ早期に高水準なものにするため

には、長期的な視野のもとで施策の重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策を適切

に組み合わせ計画的に推進していく必要がある。」ということが書かれてあるんです、

計画的に推進していく必要があるということが明確に書かれてありまして、ソフト面の

取り組みについては今年の３月議会でも言われていましたがハザードマップの整備とか、

それに伴う避難体制の強化とか、一定取り組みが進んでいるのかなという思いをしてお

ります。そういう中で、一方この急傾斜地対策などのハード事業がほとんど取り組まれ

ていないのではないかなと思って、今回この１点目の質問を書かせていただいたという

ことでございます。そこで（１）なんですが、これちょっと（２）、（３）、（４）とは違

うんですけども答弁を聞きますと、地区の対象人口を把握してないということでしたが、

私はここの区域の方、土砂災害が発生した場合に著しく危害が生じる恐れがあると認め

られる土地の区域に何世帯があって、何人の方が住んでおられるということが、町が発

信する避難誘導とか、一番厳しいものは避難指示というものになるんでしょうけど、こ

ういう人たちに向けて発信をされているんだと思っているんですよ。だから避難のガイ

ドラインというのをちょっと読んでみたんですが、危険な区域におられる方に対して安

全な場所に避難してもらう。これが避難指示とか避難誘導の話であって、だから、あく

までもハザードマップで示された区域に住んでおられる方が避難の対象になるんだと私

は思っているもんですから、今回新たに洪水のハザードマップも示されましたけども、

だから、当然こういう方々に向けて「避難をしてください」とか、そういうことを発信

されているのかなあと思ったもんですから。通常、防災無線で避難を呼び掛けています

よね。どなたに向けて避難を呼び掛けておられるのか、分かりますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

避難につきましては、当然、住民の方がその対象でございます。日頃から周りに危険

がある分、浸水、それと裏山とか、山の土砂災害ですね、こちらの方で不安がございま

す所。先程、議員が御指摘のとおりハザードマップで土砂災害特別区域、いわゆるレッ

ドゾーン、それと土砂災害警戒区域、イエローゾーン、それとハザードマップで示させ

ていただいている長与川の浸水箇所区域、こちらの方はやはり身体及び生命に危険があ



る、危害を与える恐れがある所でございますので、その方々に対して発信をさせていた

だいていると。それ以外の方についても、当然自分が危ないなと思った所につきまして

は避難をしていただくということで、広く発信をさせていただいているところでござい

ます。前回の台風のときには約１,０００名の方が避難をされました。その方々に対し

まして、避難所についても開設をさせていただいたというところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

全ての町民に向けてという趣旨だったのかと思うんですが、町内でもこういう危ない

場所に住んでいる人は、この避難に関するガイドラインを見ますと、自分が住んでいる

所から、例えば近所の安全な親戚とか、知人の家とかに移ることも避難って言うんです

よね。だから町内全域じゃなくて、危ない方に移ってくださいというようなことを周知

していかないと。そういう意味では私は、ここのハザードマップで示された区域の中の、

県が調べて危ないとしている所ですよね。こういう人たちが全体でどれぐらいおられて、

例えば細分化して、ここの避難所に対象になる方が何世帯おって、何人おられるとか、

行って調査をされて準備しておくべきだと思うんですけども。そうしないと避難所の準

備の体制もなかなか、漠然とこう、町民４万１,０００人おられて何人来るかなぐらい

で考えておられるのか分かりませんけども、要は、その避難所を設置するだけ設置して、

来られてそこに入るか、入らないかぐらいの判断で。やっぱり計画立ててやるというこ

とも、強靱化対策にソフト面も書いてあるわけですから是非、そんなに困難でなければ

調べてそういう対応をされた方が良いと思うんですが、最後にこの件はいかがですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

先程からの御指摘のとおりでございますが、このハザードマップの中で色が塗られて

いる所以外も、やはり町民の方がちょっと不安という所については、当然避難もしてい

ただかんばいかんもんですから、そこにつきましては、長与川については、２４時間１,

０８０ミリの雨が降った場合を想定したハザードマップでございます。ですからその辺

も踏まえて、この色を塗った所が何世帯あって、何人ぐらいいらっしゃるのか。それに

ついてはなかなか難しいと思いますが、今後研究をしてまいりたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

分かりました。是非考えていただければと思います。２番目、３番目、４番目につい

ては関連をしておりますので合わせて聞きますけども、２番目についても先程の町の国

土強靱化地域計画の中で既に取り組んでおるんだというようなことも書いてあるんです。



そして、今後は計画的に推進していく必要があるということが書かれてあるんですよ。

ここについても全体の把握はしてないということなんですが、計画的に推進していくべ

きだということは、例えば町内に、この６３０か所ある中で対象にならんやつもかなり

あると思うんです、戸数の関係であるとか。だから全体を拾って、そのうち県事業で対

応できるのが何箇所あるのか、町事業で対応できるのは何箇所あるのかそれぞれ拾って、

そこの財源内訳を国費が幾らで、県費が幾らでと書き込んでいったら大体町内の全体像

が分かるわけですよね。そういうものが計画立ててということじゃないのかなと私は思

うんです。だから、是非こういうのは必要じゃないのかなと思うんですが、どうですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

急傾斜地崩壊対策事業というものは、どうしても事業が終わったあと、その土地を寄

附していただいたり、地元からの負担金を払っていただいたりというものがございます。

ですので、この事業というのは地元からの同意と言いますか、お願いがあって初めて町

も県も事業に取り組むような格好になっているところで、計画的に私たちが進めていく

というものでは若干違うものと考えております。どれだけの事業費なのかっていう把握

につきましても、どれだけ高さがあるのかというところもございますので、そこをでき

るかどうか研究はしたいと思いますが、難しいものだと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

「計画立ててやっていくべきものではない」と今、言われたようですけども、町が作

っている計画では「計画的にやっていくべき、取り組むべき」だと書いてあるんですよ。

それで所管で「計画的にやるわけじゃない」と言われれば何とも言えないんですが、先

程申し上げた提案理由の前段で「急傾斜地崩壊対策などのハードによる対策とソフトの

対策を組み合せて複合的な防災対策を進めている」ということが書かれてあるんですよ。

何かされていますか、この急傾斜地崩壊対策などのハードの対策というのは。もうここ

何年も、私、この急傾斜地の事業は実施されてないんじゃないかなという認識をしてい

るんですが、何か対策されているものがあれば教えていただきたい。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

ここ数年、急傾斜地崩壊対策事業はあっておりません。相談はあっておるんですが、

地元負担金の関係であったり、地元がまとまることができないということで、取りやめ

ているケースまでで終わっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 



浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

特段、取り組んでいる対策はやっていないということで理解していいですか、現状。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

議員御指摘の急傾斜地の計画につきましては受益者負担金、こちらの面がやはり地元

の方に負担をしていただかないといけないということがございますので、先程、土木管

理課長が申し上げましたとおり、地元の方から「ここはしたいんだけど」という申し出

があった場合に、私共も当然工事費用を出さないといけないので、こちらの方は年次的

に計画を立てながら、それで今年はこのＡ地区をやりましょう、来年はＢ地区をやりま

しょうと計画的にやらせていただくということで理解をしているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

出てきたものに対して計画的にやるって、この計画はそういう読み方をするべきなん

ですかね。この国土強靱化地域計画の中で示されている「計画的にやる」というのは。

違うんじゃないですか。実際できるか、できないかの計画を立てるべきだと私は申し上

げているんですよ。いろんな斜面があって「ここは地元がまとまればできるよね」とい

うようなものが何件あるんですかっていうのを私はまず聞いているんです。だから、町

が作った計画を全部しましょうという話じゃなくて、対応できるものが何箇所あるのか

というのを計画的に作るべきじゃないのかなと申し上げているんですが、分かりました。

言ってきたものを順番に、そういうのは計画立てんでも、やるかやらんか、そのときの

財政状況を考えれば計画とか作らないでも、すぐできるじゃないですか、そういうのは。

今年はできないけれど、来年、再来年ならできますよという、そういうのをわざわざこ

れに載せるんですか、地域計画とかこういうのに。違うでしょう。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

地元の方々の負担金、こちらが町施工で１０％、県施工で５％、これを皆様からお預

かりしないといけないですから、それにつきましては地元の方々に御負担があるという

ことですので、なかなか町の方でその計画を立てて今年はここの地区をやりましょうと

か言うことについては、やはり地元についてはなかなか難しいかなということも踏まえ

て先程答弁をさせていただいたところでございます。議員御指摘のとおり、地区、地区

で危険度によって計画をしていくべきではないかという御質問でございますが、これに

つきましては自然法面でございます。なかなか地元の方々との調整、あるいは今現在の



傾斜地の危険度の方も調査をしていかないといけないものですから、それにつきまして

は、今後研究をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

ちょっとこの「計画の考え方が全然違うよ」って言うので、ここの２番目については

これで終わらせていただきます。あと３番目のそれから下の本町の割合が町事業で１

０％、県事業で５％ということで、分かりやすく聞いていただくために今年の県営事業

で長与、時津町の事業の概要をちょっといただきまして、時津町で、県営事業で急傾斜

地崩壊対策というのを今年度やられておるんですが、そこを例にとって質問をさせてい

ただきますけども、総事業費が２億円で受益者が１２戸おられるわけですよ。先程の答

弁に当てはめますと県事業で５％ですから、長与町で２億円の負担金が幾らになるかと

言うと１,０００万円になるわけです。時津町役場の方で調べてきたんですが時津町は

１％なんですね、１％。時津町が幾らかと言うと時津町の負担は２００万円なんですよ。

これは１２戸の受益者の方たちが均等で同じ額を払うとした場合に、時津町の住民の方

は１６万７,０００円の負担で２億円の工事をしていただけるわけですね１件当たり。

長与町の住民の方は８３万４,０００円ぐらいの負担になるわけです。ちなみに長崎市

は県営事業については負担金はもういただいてないということで０％。そういうことで

あまりにも乖離があるもんですから、県営事業でこれだけの乖離があるんですね。町営

事業になりますと１０％と時津町の１％ですから１０倍違うわけですよ。だからそうい

うことで負担金の見直しをお願いできないかということで質問をさせていただいたんで

すが、先程の答弁を聞きますと今後検討をしていただけるようなことはあったんですけ

ど、どうですか、これだけ乖離があるということは理解はされていたんですよね。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

急傾斜地崩壊対策事業の地元負担金につきまして、これだけ差があるということは認

識をしておりましたが、この急傾斜地崩壊対策事業が昭和５７年に長与町で決められて

いまして、そこから同じ率でずっときているという状況がございます。現在、レッドゾ

ーンとか指定をされていますので、この関係で町民の皆様からの質問等、多くいただい

ておりますので、そこにつきましても研究して、検討していきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

是非、近隣とあまり変わらないぐらいの対応をしていただければと思いまして、これ

はもうお願いをしまして、２番目の質問に行きます。 



２番目の１点目についてですが、きちんと公表をしているんだと答弁をいただきまし

て。以前は入札契約情報というところをクリックすれば、発注情報とかも一覧でずらっ

と出てきていたので。今回新しくなって、入札情報っていうところの大きいボタンがあ

ったもので、私はそこだけをクリックして探していたんですよ。それで出てこなかった

ものですからこういう質問を書かせていただいたんですが、きちんとほかのところから

行けば見つかるんだと、公表していただいてるということで、すぐに帰って検索をさせ

ていただきたいと思います。１点目はもうそれで結構でございますが、２点目が実際、

私が通告書を出した時点で、変更の書き込みがきちんとされていたものが５件だったん

ですかね、５件。その後に、私また２週間ぐらいして検索してみたんですよ。これが何

と別途４０件ぐらい新たに書き込みがされていたんです。これ実際は３月までに遅くて

も変更がされたものなんですが、それが５月中旬になってやっと書き込みがされている

状況になっていたということなんですけども。そもそも３月に変更した時点できちんと

書き込んでおれば、もっと早くに画面上に表示がされていたんじゃないのかなと思うん

ですよ。たまたま私がこういう質問をした時期と皆さんの書き込みが一緒になったのか、

私の質問を見て慌てて書き込まれたのか分かりませんけども、どうなんですか、皆さん

これ書き込むことすら忘れておられるとか、どういう意識なんですか、分かりますか。

契約管財課の課長に聞くのも申し訳ないんですが、これはおそらく、庁内全ての発注を

したような所管の皆さん方、課長辺りに聞いていただきたいんですよ、きちんと書いて

くださいよと。だから変更をして書き込みがないということは誤った情報がずっと発信

をされている、ずっと１か月、２か月続いているという状況なんですよ。だからそうい

うのをすぐに改善をすべきだと思うんですが、そもそもここに書き込まれてない理由と

いうのは分かりますか、何か。 

○議長（山口憲一郎議員） 

和田契約管財課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

契約の変更が公開されてなかったということでございます。どうも申し訳ありません

でした。実は工事担当者が入力をする。そして、うちの方に報告があって公表をしてい

くんですけれども、変更はされているんですけども、工事担当者の方と契約管財の方、

うまく意思の統一、そういうのがなかなかうまくいかなかったもんですから、今後この

辺を改善しながらうまくいくように行っていきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

先程この２番目の答弁で、所管から報告があって契約管財課の方でいろいろ書き込ん

で処理をするのに１週間ぐらいかかるんだというような答弁だったんですが、私がお聞

きをしているのは、その内容を入力してからホームページの画面に反映されるまでにど



れくらいかかるのかというのをお聞きをしているんですけども。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

担当の方が記事を作成いたしまして、それを起案いたします。どんな起案でも一緒な

んですけども、上位の決裁が必要ですので起案を行いまして所管の課長が決裁を行いま

す。その時点で記事の内容を確認いたしまして、承認した場合につきましては公開の処

理を所管の課長が行います。これにつきましては公開のボタンがありますので、そのボ

タンを押してから約５分後にはホームページの方に反映することになっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

細かい手順はよく分かりませんけども、せっかくホームページをリニューアルして、

そのホームページのリニューアルのときの当初予算審査の中でも、情報の書き換えとか、

新たな更新とかについては、もう即座にできるようになるんだというようなことも聞い

ておりましたので、これも意識づけて書いていけば、もうほとんど時間を置かずに反映

していく、できるんだと思いますので、そこはしっかりやっていただくということで。

私は平成２９年にも同じような質問をしているんですよ。だから２回目で、あまりにも

一向に改善がされないということで改めて質問をさせていただいたところでございます。

最後ですけども、３点目、完成確認分を書いていただけないかと申し上げたのは、こう

いう様式があるんですけども、答弁でも「前向きに書くようにするんだ」と言っていた

だいたので構わないんですが、どうしてもこれを書いていただかないと示されてる工事

が終わったか、終わってないのか分からないわけですよね。だから工期を見て、もう工

期が過ぎたものを私どもは終わったという判断をするんですが、終わったという判断を

していたものが５月になって、改めて３月繰り越しで工期を延ばしていたんだというよ

うなものがどんどん書き込まれて。終わっていると思ってここで見て確認をしていたも

のが、現地を見たら何も触ってないような感じがするんだけどなとか、そういったもの

もあるもんですから、是非これを書き込んでいただいて、この工事はこれで完結したん

だなというのを私ども見る側も確認できるように是非していただきたいと思いますが、

よろしいですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

御提案いただきましてありがとうございます。３点目の竣工検査日、これにつきまし

ては前向きに検討させていただきます。ただ、２点目の契約変更、こちらの方も含めて、

やはり契約変更して最後、竣工検査日が契約管財課の方で分かればもう終わったんだな



という確認もできますので、その契約変更はまだ終わってないよねというのも含めてこ

の竣工検査日で確認ができますので、この３点目の竣工検査日については前向きに検討

をさせていただきたいというふうに考えています。 

○議長（山口憲一郎議員） 

浦川議員。 

○４番（浦川圭一議員） 

終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで浦川圭一議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１０時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時１５分～１０時３０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩に引き続き、会議を再開し一般質問を行います。 

通告順２、金子恵議員の①史跡、文化財など歴史的財産の活用について。②持続可能

な社会を構築するための対策について。③防犯灯、街路灯などの維持管理についての質

問を同時に許します。 

９番、金子恵議員。 

○９番（金子恵議員） 

改めましておはようございます。早速、質問に入りたいと思います。 

①史跡、文化財など歴史的財産の活用について。本町の歴史は、堂崎遺跡が町内最古

の遺跡と考えられることから、２万年から３万年前の石器時代ではないかと考えられて

いると言われています。そのときに始まった町の歴史は遺跡にとどまらず、様々な史跡、

そして文化財が残されており、これを活用することで郷土愛を育むことにも繋がるので

はないかと思います。歴史講座などを通じ多くの町民が学ぶ機会を作ることで、生涯学

習の推進を図っていることは承知しております。しかし、これだけに限らず、活用を進

めることで観光、健康づくりなど様々な施策を通し、本町の魅力を発信することができ

るのではないかと考えています。今後、長与三彩窯跡の調査が開始されますが、前回以

上のものが発掘されるのではないかと期待しています。また、調査後の将来における活

用、方向性も気になるところです。今回、策定された第１０次総合計画、基本目標２の

１１「文化・芸術の振興」の中にも「文化財の保存・活用」が含まれており、「各種講

座等を通じた文化財に関する理解と郷土愛の育成」と示されています。本町の歴史、史

跡、遺跡、文化財を生かし、どのように活用していくのか、以下の質問をいたします。

１、長与三彩窯跡の調査後、保存、活用はどのように考えているのか、改めて伺う。２、

歴史的価値のあるもの、場所など、郷土愛を育成するにあたり、どのように町民に伝え、

活用していく計画か。３、何を残し、何を伝えるのか。その選択はできているのか。４、

歴史的財産の保護や保全は、行政と教育委員会などがともに協議し進めていくべきと考



えるが、どのように考えるか。以上４点を中心にお伺いいたします。 

②持続可能な社会を構築するための対策について。低炭素社会の実現に向け、世界で

は「脱ガソリン車、ディーゼル車」を掲げ、電気自動車にシフトする動きが見られます。

日本政府もガソリン車の新車販売を２０３０年代には禁止する方向のようです。それら

を見越し、今後、充電設備などのインフラ整備について進めていくべき時期に来ている

のではないかと思っています。充電設備の充実は住民サービス、観光等にも寄与するこ

とから、本町独自または民間を巻き込む形で推進していくべきと思うがどうか伺います。 

③防犯灯、街路灯などの維持管理について。球切れ、ＬＥＤのセンサーや照度につい

て相談を受けることが多くあります。これらの維持管理、自治会などからの要望など、

どのように対応し、処理しているのか伺います。 

以上、３点となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは早速、金子議員の御質問にお答えをさせていただきます。なお１番目の御質

問につきましては、所管をしております教育委員会から回答をいたします。私の方から

はそのほかの質問につきましてお答えをさせていただきます。 

２番目の質問でございます。持続可能な社会を構築するための対策ということの御質

問でございます。昨年１０月、菅内閣総理大臣は、２０５０年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しておられるところでございます。これを踏まえ、

経産省が中心となりまして「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

が策定され、遅くとも２０３０年代半ばまでには、乗用車新車販売で電動自動車１０

０％を実現できるよう包括的な措置を講じるとされておるところでございます。これに

は車両価格の低減や蓄電池の性能向上などに合わせて、充電インフラの拡充が重要であ

ることは御案内のとおりでございます。次世代自動車の普及につきましては国の地球温

暖化対策計画にも位置付けられておりまして、カーボンニュートラルの実現に向けて関

係法令の改正も含め、本計画の見直しが進められておるところでございます。本町にお

きましても、今年３月、長崎広域連携中枢都市圏を構成しております長崎市、時津町と

ともに「ゼロカーボンシティ長与」を宣言いたしまして、２０５０年までに二酸化炭素

排出ゼロの達成、脱炭素社会の実現に向けまして、取り組んでいこうという意思表明を

行ったところでございます。今後、地球温暖化対策推進法及び対策計画に基づき、１市

２町におきまして実行計画の共同策定を予定しておるところでございます。こうした地

球温暖化対策の動きと並行いたしまして、次世代自動車への普及拡大に向けた国の制度

や民間の充電設備導入への取り組み、その需用や費用対効果を踏まえ、町としてもこの

設備設置の可能性について今後検討していきたいと考えております。 

次に３番目でございます。防犯灯、街路灯などの維持管理についてのお尋ねでござい



ます。現在、町が管理する防犯灯、街路灯は合わせておおよそ４,０００基ございます。

これらの維持管理につきましては、防犯灯の維持管理は地域安全課が、街路灯の維持管

理は土木管理課がそれぞれ行っております。既設の防犯灯や街路灯の球切れや照度不足

など不具合につきましては、自治会や町民の皆様から御連絡をいただいた際には、現場

を確認の上、速やかに対応するよう努めておるところでございます。新設、移設などに

つきましては、基本的には自治会を通じて要望をいただくこととしており、自治会にお

かれまして、防犯面や安全面などから設置等の必要性が高いと判断されていることを踏

まえ、要望につきましては可能な限り対応してまいりたいと考えております。今後とも、

防犯面や歩行者の安全確保に資する施設であることから、速やかに対応するよう努めて

まいりたいと思っております。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

では私の方から、金子議員の御質問にお答えいたします。 

１番目の史跡、文化財など歴史的財産の活用についての１点目。長与三彩窯跡発掘調

査後の保存、活用についての御質問でございますが、今年度から計画しております長与

三彩関連遺構の発掘調査の結果により、保存方法や活用方法も異なってくると考えてお

ります。具体的には、重要な遺構や遺物が発見された場合は、町指定文化財にするとと

もに、専門的な御意見もいただきながら最善の保存及び管理方法を検討してまいります。

また、その活用方法としましては、長与三彩のすばらしさと長与町の文化遺産について

町内外に発信すると同時に、本町の生涯学習拠点の一つとなるような整備、並びに町民

の郷土愛の育成を図れるような活用の必要はあると考えております。２点目の郷土愛を

育成するにあたり、どのように町民に伝え、活用していく計画かについての御質問でご

ざいますが、文化財への理解、また郷土愛の育成を図るために、まずは町民の皆様に関

心を持っていただくことが重要であると考えております。本町の歴史である文化財につ

いて、もっと皆様に知っていただけるよう、毎年開催しております遺跡めぐりや歴史講

座に加え、新たに遺跡マップを作成し、周知に努めているところでございます。今後も、

本町の文化財については、今年から始まる発掘調査を契機とし、新しい講座の開催や発

掘現場の見学会を計画するなど、長与の歴史を学ぶ機会を数多く提供することで、文化

財に対する理解と郷土愛の育成を図ってまいります。３点目の何を残し、何を伝えるの

か。その選択についての御質問でございますが、本町では堂崎遺跡をはじめ、県から指

定を受けております寺屋敷跡五輪塔群や町指定の中尾城跡、また周知の埋蔵文化財包蔵

地として県へ届出をしております長与皿山窯跡や長与三彩窯跡など、数多くの遺跡が存

在しております。その選択ということでございますが、遺跡や文化財につきましては選

択するものではなく、長崎県遺跡地図及び長与町郷土誌に掲載されております遺跡や文

化財全てが、後世に残していく貴重な財産であると考えております。４点目の歴史的財



産の保護や保全は、行政と教育委員会などがともに協議し進めていくべきについての御

質問でございますが、議員御指摘のとおり、歴史的財産の保護や保全につきましては、

行政のみならず文化財保護委員会などの関係機関や団体などとも連携し協議を行う上で、

情報共有を図りながら進めていくことが重要だと考えております。今後も文化財などの

歴史的財産につきましては、関係各位の御協力を得ながら適切な保護や保全に努めてま

いります。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

では早速、ちょっと質問事項が多くありますので、できるだけ答弁の方も簡潔にお願

いできればと思います。今回の発掘ですけれども、２年間で２回に分けて調査をすると

いうことになっているかと思いますが、年度ごとにどのような発掘調査をしていくのか、

その辺りをまずお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

まず令和３年度につきましては、１０月から１１月くらいにかけまして実質１か月ぐ

らいで発掘調査を計画しております。発掘調査の場所ですけれども、現在居宅が建って

いる場所以外の場所を調査いたします。その後３か月から４か月ぐらいかけまして、遺

物の洗浄やナンバリングなどの内業を行います。２年目の令和４年度ですけれども、今

年度と同じ要領で調査いたしますが、調査場所としましては現在建っている居宅を解体

しまして、その居宅のあった場所を調査いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

居宅以外と令和４年には居宅があった場所の発掘を行うということですけれども、今

回の発掘の一番の目的っていうのは一体何ですか。破片が出ることを目的としているの

か、窯跡なのか作業場なのか、いろんな目的があろうかと思いますけれども、その辺、

今、予定しているものがあればお伝え願いたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

発掘の一番の目的でございますけれども、幻の焼き物と言われております謎の多い長

与三彩、まずこの解明だと考えております。以前、敷地の一部分だけの発掘調査を行っ

ておりますけれども、そのときに長与三彩の破片が見つかっておりますので、その窯跡

であったり作業場であったり、そういった解明に繋がるような成果を期待しております。 



○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

皿山跡を含めてあの辺りで焼かれたのは普通の長与焼が９９.９％だったのではない

かと聞いたんですけれども。献上品だったと思われる長与三彩ですね、これが発見され

る可能性はどの程度予測されているんでしょうか。所管の方で分かればお答えください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

可能性ということですけれども、今のところ分かりません。やはり未知数でございま

す。しかし、平成１７年の発掘調査におきましては長与三彩の平皿の破片が見つかって

おりますので、私どもも今回の発掘調査に期待をしているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

掘ってみないと分からないというのが発掘調査だと思いますけれど、令和３年、４年

に発掘したときに窯跡ですとか、その作業場に関しては家が建っていましたからなかな

か発見が厳しいのではないかと危惧されますけれども、らしきもの、もしかしたら窯跡

だったんじゃないかという場所が出てきた場合、この認定はどなたが行うんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

認定につきましては、調査専門員とか県の所管課などの御意見もいただきながら、町

の方で認定をいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

分かりました。長崎県文化財保存活用大綱というのが令和３年２月に策定をされてい

ます。これは国において平成３０年の文化財保護法の改正によって、都道府県による文

化財保護活用大綱の策定、それから市町村が作成する文化財保存活用地域計画というの

があるんですけれども、本町には文化財保護条例というのがあり、この中にも適用範囲

がかなりあろうかとは思いますけれども、文化財保存活用地域計画を策定することで、

これに従って取り組みを進めて、継続性、一貫性のある文化財の保存、活用を行うとな

っておりますので、今回の窯跡保存に繋げる必要があるのではないかと思いますが、こ

の分の計画策定は考えておられますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 



北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

今、議員御指摘の文化財保存活用地域計画の重要性というものは、中長期視点から考

えた場合でも必要であると認識しております。発掘調査の結果とか、成果にもよります

けれども、ほかの市町とかも参考にしながら、今後検討していきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

中身を読んでみますと必ずではなく努力義務の範囲なので、今、課長がおっしゃった

ように中長期的に考えるのであれば、地域計画の策定も視野に入れて行っていただけれ

ばと思います。先程おっしゃっておられましたけれども、前回の発掘調査で長与三彩の

破片が２つ、写真も見ましたけれども出てきたということで、大まかな予測の上で調査

がなされると思います。で、あるだろうということで、今回、長与三彩跡地だろうと思

われる場所も変えましたし、その発掘調査のために予算を取りました。でも万が一、何

も出土されなかった場合、この三彩窯跡の活用はどのようにされる予定でしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

発掘調査で結果が出なかった場合ということですけれども、議員もおっしゃったよう

に、以前そういった破片が出たという成果が出ておりますので、その分で今後も周知の

埋蔵文化財包蔵地としての保存と管理が必要ですし、隣の長与皿山とも合わせて研究、

保存をしていきたい、そういった活用をしていきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

そうですね、皿山跡、そして物原、そこも１回発掘してまた埋め戻した状態でそのま

まになっているので、この三彩が発掘されても、されなくても、ここの地域の活用とい

うのは十分可能なのかなと思いますし、この発掘ということの意義というのは何かが出

土する、そのことだけが調査ではないと思いますし、調査することでこの場所にどうい

う歴史があったのか、どういう関わりがあったのかということを住民に周知し学習する

ことが大切だろうと思いますので、だから出なかったとしても、改めて窯跡付近に対す

る歴史のロマンと言うんですか、そういうのが広がって、新しい仮説の下、また研究を

続けていくということも可能なので、面白いのではないかなと私自身は思っております。

では、長与三彩窯跡に関して縷々質問させていただきましたけれども、本町にはほかに

も多くの歴史的財産があろうかと思います。大体何か所ぐらいあるのか、これは町有地、

私有地も含めてですけれども、その数、お答えできる範囲で結構ですのでお願いします。 



○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

町が確認できていない史跡もたくさん存在しておりますけれども、長与町の郷土史と

長崎県の遺跡地図に紹介されております遺跡は、私有地も合わせて３６か所になります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

３６か所ということで。では、そのうち町が把握していない所もあるということです

けれども、説明板、案内板、これがある場所というのは大体どのくらいでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

説明板、案内板ですけれども、３６か所のうち説明板がある箇所は５か所。そのうち

誘導の案内板がある箇所は２か所になります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

かなり少ないなと思いながら聞きましたけど。この説明板、案内板っていうのは他市

町に比べ思っている以上に少なかったんですけれども、何か規定があるんですか。町で

定めた何かこう決まり事がある、そういうのがあればお知らせください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

説明板、案内板の設置の規定は特にございません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

長与町が一番栄えた時代というのは中世期と言われています。この中世期というのは

鎌倉、室町時代ですけれども、その時代の代表的なものが県の指定である寺屋敷五輪の

塔、これは時代的に１３９１年という文字が読み取れると資料に書いてありました。こ

の付近には飯盛城跡などたくさんの関連した史跡が残っております。また嬉里谷の方に

天台宗の寺跡と言い伝えがある円能寺跡、ちょっとレアですけれども。１８５４年、森

源次という人が人柱となって長与川の氾濫を抑えるための改修工事を完成させたという

その場所に今、水神様が祭られていて、それを今でも、もう百何十年経っておりますけ

ど住民の方が管理されてお参りというか、そういうことをされているという所もあるな



ど、かなりの史跡があるんですね。もったいないなと思うんですよ。所管が必要と思わ

れる場所に関して、案内板、説明板を設置していただきたいなと思うんですけれども、

必要と思われる場所、そういうのは大体どのくらいと想定されていますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

文化財によっては正確な場所であったり、まだ解明されていない遺跡もございますの

で、正確には把握しておりません。ただ、案内板などを立てる場合は立地や、地権者の

許可であったり、文化財の保存管理方法の問題もございますので、今後も引き続き専門

的な御意見もいただきながら、設置できるか、できないか検討していきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

今、課長が答弁していただきましたので、なかなか所管の課長がいつまでにという答

えは厳しいでしょうし、私有地の中の遺跡、史跡があるということもネックになります。

首長である町長との役場内での話し合いもあると思います。ですからなかなか設置とい

うのは、今すぐにっていうことはできないかもしれないんですけれど、いろんな文献の

中に、この長与町の歴史をきちんと語っている大村郷村記とか、いろいろありますよね。

はっきりしているものの中で、生涯学習に繋がるものは多分選択ができるはずなんです。

だからそういうものを選択して案内板、説明板の設置をお願いしたいなと思うんですが、

今後、例えば協議を重ねた上で最低限度やれるとしたら、大体何年ぐらいかかりますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

申し訳ございませんが、何年のうちにというのは正確にはお答えはできません。ただ、

今回の発掘調査を良い契機としまして、町民の皆様に長与町の歴史や文化財をもっと知

っていただく、文化財への理解であったり、郷土愛への育成を図る。そういった努力は

していきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

無理を言いました。多分、そういう答えしか出ないだろうとは分かっておりますけれ

ども、私、今日こういう問題提起をさせていただきましたので、しっかり考えていただ

ければな、進めていただければなと思います。最近、私、大村市ですとか西海市の方に、

知人に誘われて史跡めぐりに行く機会がありました。両市とも丁寧な説明板と分かりや

すい案内板を活用して、しっかり観光に繋げているんですね。確かにその歴史の厚みっ



ていうのは市とか、町で違うと思いますけれども、せっかく本町にある歴史的財産を活

用しない手はないと思っております。大村市の三十七士の説明板にはＱＲコードが付い

ていて、このＱＲコードにその場でアクセスするとすぐこの情報が得られて、その場で

子どもでも大人でも年齢問わず勉強ができるというものが貼ってあったんですね。確か

に、開けたらすぐに大村藩の三十七士の説明が出てくる。これ、良い取り組みだなと思

ったんですけれども。今後、学習に繋げる、郷土愛を育成する、そういういろんな面か

ら利点があろうかと思いますけれども、この取り組みに関し、どうでしょう、今ある５

か所ぐらいしか説明板はないとおっしゃいましたけれども、今後、長与三彩窯跡、それ

に伴う皿山跡、そういうものもいろんな看板設置とかをされると思うので、そのときＱ

Ｒコードの活用というのが考えられますけれども、考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

御提案ありがとうございます。議員御指摘のとおり本町にはたくさんすばらしい文化

財があると思っております。今回の発掘調査が本当に良い機会だと思っておりますので、

町民の皆様に知っていただくため、また、今お話がありました学校教育とか、生涯学習、

そういったものに繋げられないか、その活用方法を今後研究していきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

全てがきっかけだと思うんですよね。全てがきっかけで、そこで興味を持ってもらう

っていう、そのきっかけも大事ですし、歴史を知るということはやっぱり地域の誇りを

養うことになると思うんです。先程私、通告書の中で「何を残し、何を伝えるのか」と

いう質問をしましたけれども、教育長が答弁をなさったように「全て残していく」、こ

れ当然なんですよ。当然だと思うので、これらを活用して知識を養う。そして養った知

識が、長与町はずばらしい町であるっていうその意識付けになると思うんですね。その

結果が郷土愛を育むことになる。そして、それが観光だったり、健康づくり、通告書に

入れましたけども、こういうものに繋がっていくのであれば、私、一石二鳥だと思いま

すし、最高の遊び心、町長が言う「遊び心」だと思います。皆さんテレビを見られたと

きに「遊び心にギアを入れる」と言う自動車のコマーシャルを見るかと思います。コロ

ナ禍で密にならない上に健康的に楽しめるウォーキング、そういうものも組み込みなが

ら、その案内板などを設置することで、長与町の歴史を知る機会を得ながらウォーキン

グだったりとか、そういうものを進めていく。そして長与を知るきっかけ、発信の機会

にするという、そのためにもこの文化財の活用、サイクルツーリズムですとか、いろん

な計画をされておりますけれども、新しいことをきっかけづくりの一つにするというの

はやっぱり大事だと思うんですよ。でも既存にある長与町のこの歴史を活用しない手は



ない、もったいない。そこから郷土愛というのが育まれるとも思いますので、そのため

にも町長が言われる「遊び心」にもそろそろちょっとギアを入れてみてはどうかなと思

うんですが、総括として町長に見解をお伺いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

今、教育委員会を中心に遺跡めぐり、それから歴史講座、そして遺跡マップといった

ものをやっていただいております。長与町の歴史ということで、今おっしゃられたよう

な形でやっていこうということで、最近、遺跡じゃないですけども原爆が投下されたっ

てことで長与駅、そして今は道ノ尾駅、これに銘板を作るということもしております。

徐々にではありますけれども進めていっております。特に先生、学校の教育等を終えた

方がウォーキング、ずっと歩いておられて、大字、字、地名の由来を冊子にされている。

もう一人の先生は今、長与の歴史を一生懸命書いておられます。それはもういろんな所

を巡って、そういった歴史になるわけですので。そして今度の長与三彩、幻の三彩焼と

言われていますけれども、これがもし仮に出るというようなこともありましたら大変な

ニュースになりますし、こういったものも踏まえまして、今から徐々に銘板とかいろん

なものを起こして、皆さん方の目に付くような形で提供していくということが行われて

いくんじゃないかなと思っておりますし、私もそうしたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

よろしくお願いしたいと思います。大字、小字、そういうものの本もしっかり読ませ

ていただきましたし、今、改めて新しい歴史書を作っておられる方もいらっしゃるとい

うことで、同じ町内に住まれている元校長先生が今、地域の方を集めて長与の歴史の大

本である大村だったりとか、西海市だったりとか、そこから長与に戻ってきて長与の歴

史を考えるという活動をずっとされております。その中で長与の歴史の厚みっていうの

を知らされた感じなんですけれども、そういうところでの歴史に関心があるというのは

個人のことかもしれないんですけれども、多くの方が参加されるということはそれなり

に関心を持つ人もいらっしゃると思うので、小学校とか、中学校の教育に繋げることも

できるでしょうし、いろんな生涯学習に繋げることができるという観点から、この皿山、

三彩跡、そういうものに限らず、全ての遺跡、史跡、文化財、そういうものをトータル

的に考えた郷土愛を育む一つにしていただければと思います。 

では、２つ目の持続可能な社会を構築するための対策ということで再質問をさせてい

ただきます。私、この質問をしましたのは、地球温暖化が進んで気温もさらに上昇する

と予測されておりますので、やはり環境に配慮したまちづくりとして、また、災害時の

電力供給、動く蓄電池と言われて役立っている電気自動車ですね、これを公用車として



導入できないかとか、充電インフラの整備、先程答弁もいただきましたけれども、推進

していくべきではないかと思って質問をさせていただきました。この質問をするに当た

って、本町が進めてきた地球温暖化対策、これがどのようなものだったのか、その対策

の内容を簡単にで結構ですのでお答えください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

本町が進めてきた地球温暖化対策になると、やはり他市町に先駆けて行ったＥＳＣＯ

事業、こういったものをまず挙げれられるかと思います。それ以外にも、車の話で言う

とスマートムーブ、こういった部分を含んだエコドライブの推進と講習会の開催。ほか

にもクールビズやウォームビス、やはり長与町ではごみの分別、資源の回収を行うこと

が結果的に二酸化炭素を含む温室効果ガスの削減に繋がっているものと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

そうですね。もうＥＳＣＯ事業も一旦終わりはしましたけれども、様々な観点での対

策はなされていることは十分承知しているつもりです。ただ、この取り組みによってど

のような効果があったのかお答えください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

先程述べましたエコドライブとか、クールビズ、ウォームビズ、こういった施策は目

にする、意識することが効果があるものと考えております。ここにはどうしても、数値

的な話では答えに出ないものがあろうかと思います。そしてごみの分別とか、資源回収

をやってること自体が先程も言いましたけど、目には見えない形ではありますがやはり

一番の効果があっているものと私どもは考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

課長がおっしゃるように数字で見えないので、なかなか取り組みの効果が実際にあっ

ているかどうか分からない、これがこの取り組みだと思うんです。環境への取り組み、

そういうのって、もう本当に目に見えないので大変なんですけれども、長与町の公用車

はリースで今乗っていますけれども、これに電気自動車、ＥＶですね。で、プラグイン

ハイブリッド自動車、ＰＨＶ、ほかにガス自動車、今からは水素を燃料とした自動車も

開発はされていますけど、それが一般的になっていくだろうというところで、この次世

代型の自動車、これは低燃費であり低公害車ということもありますので、今後その切り



替えのときにでも公用車に導入してはどうかと思いますけれども、今現在導入されてい

るのか、今後、切り替えていく予定があるのか、その辺をお聞かせ願えたらと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

和田契約管財課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

現在、本町で所有している多くの公用車のうち３台が、ガソリンで動くエンジンと電

気で動くモーターの、いわゆるバッテリーの二つの動力源で走行するハイブリッド車を

導入しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

３台あるということで、全体的に結構な数のものがあります。でも作業に使う場合は、

やっぱり力が要る自動車じゃないと駄目とかいうのもあると思いますけれども、徐々に

環境を考えた公用車の導入を考えていただければと考えております。私、今ＥＶ車のこ

とを言いましたけれども、このＥＶ車へのシフト、こちらの方へ転換していくというこ

とにばかり目をとられるんですけれども、実際に普及するに当たって充電インフラとい

うのが十分に整備されているかどうかっていうのがやっぱり一番問題だと思います。い

くらその車が普及しても、充電インフラが十分ではなかったら、整備されていなかった

ら、普及をしようとしても頭打ちになってしまうっていうところが課題かと思っており

ます。この電気自動車に関しては環境に配慮したまちづくりの一つとして、災害時の電

力供給、動く蓄電池として役立つことから、大手自動車会社と協定を結ぶ自治体も出て

きました。これらを見越して公用車に電気自動車を導入していただきたいというのは先

程言いましたけれども、この充電インフラの整備を計画的に推進していくべきだと思い

ます。５月２９日の某新聞に、国が２０３０年度を目途にＥＶ急速充電器を現在の４倍

の３万基まで増やすという記事が掲載されていました。また水素ステーションに関して

も２５年に３２０か所程度にするということで、国の方向性がそちらに傾いているとい

うことですよね。３５年までに乗用車の新車販売を全て電動車にする目標の実現に向け

てインフラを整える。要するにこの充電インフラを整えるのは国の政策ということにな

ってきました。ということは、きっと補助金が探せば幾らでもあると思うんですよね。

ですからその補助金を活用して、この設置をしっかりと考えていただきたいなと思うん

ですが、町はどういう考え方をされているのか改めてお聞きします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木政策企画課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

充電インフラの設置ですね。これにつきましては通告の中にもありますけれど、観光

ですとか、住民サービスの向上といった面では確かにあった方が良いと考えております。



国の施策によって今後電気自動車の普及が加速するのかなと思っていますが、現状を調

べてみますと、ある民間会社の意識調査で言いますと、その電気自動車普及のための障

壁、なぜそれが普及しないのかと。一番多いのが車両価格、維持費が高いというのが４

５％、これが最大の理由かなと考えています。次が、走行可能距離が短い、バッテリー

の問題ですね。３番目に燃料補給のインフラが十分にないということですので、議員御

指摘のとおりインフラの整備も必要ですが、やはりその電気自動車の価格であったり、

バッテリーの性能向上といったものも必要なのかなということが見て取れるかと思って

おります。現在も国の財源によって補助金の制度がございますので、そういった活用も

視野に、民間の動きも注視しながら研究していきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

ですね。やはり今現在ある電気自動車というのは、距離的に２００とか、良いところ

でも４００ぐらいしか走れない、そのくらいの性能しかないですし、確かに価格も高い、

デザイン性も自分の好みの車が無かったりするなど、いろんな選択をするには、それを

買おうと思うには、やはりハードルがちょっと上がったりするので、普及にどのくらい

かかるのか、政府の目標が３５年にしているものの、どこまで普及するのかというのは

皆無でありますし、かと言って、国の政策はそうだけれども、町の現状、消費者として

の電気自動車を買おうという購買意欲と言うんですか、そういうものを合わせた上で

「インフラを整備しなくても今はまだ大丈夫」っていうことではないと思うんですよ。

長崎県で長与町を含めてこの充電設備が無い所は３町、３つとも町ですけれども。中に

は１０年前の地方創生で電気自動車の方にシフトするということを掲げて、しっかりと

充電設備を整えた所もあります。島の方ですので、皆さん、ニュースにもずっと出てい

たので御存じかと思いますけれども、こちらかなりの数の充電設備が整っているという

ことで、それに追い付け、追い越せじゃないですけれども、せめて設置の方を、補助金

が今しっかりとあるうちに、そして民間を巻き込みながらという考え方の下でしっかり

と進めていただきたいと思うんですけれども、ちょっとしつこいようですけど、もう一

度答弁をお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

森川企画財政部長。 

○企画財政部長（森川寛子君） 

御指摘ありますように、確かにインフラ整備は非常に重要だと思っております。ただ、

今、国がすごく強力に推し進めていくと、先程言いましたグリーン成長戦略。その中で

この１０年間、電気自動車を導入する、強力に進めることを国も宣言しておりますし、

それに伴って国の制度、推進策が進められると思います。また、先程課長が申しました

ように、自動車メーカーだったり、蓄電池のメーカーとかで性能もどんどん変わってい



くものと思っております。ですから、充電設備の需要というのも大きく変わっていくの

ではないかなと思います。民間がビジネスモデルとしてどのように対応していくのか、

そしてまた町としても、やはり国も公共の調達を充実させていくと申しておりますので、

その上で、環境問題、それから住民サービス、そして災害対策、観光、交流人口といっ

たところも踏まえて、ずっと研究をしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

確かに他市町から観光で長与に来る、イベント事があるから来る場合に、電気自動車

のインフラが整っていなければ、行ってもその周辺で充電場所を事前に調べとかないと

いけないというところもありますし、県庁は公共施設の中に急速充電器を１台備え付け

ていたりと、公共施設に必ずではないのかもしれないですけども、全部調べていないん

ですけど、何箇所かあることが住民のメリットであり、町外から来られた方のメリット

にもなると思いますし、観光に繋がると思うので、しっかりと今後ゼロカーボン宣言を

１市２町でされ、実行計画も策定するということですので、そちらに期待をして、こち

らのインフラ整備も併せて考えていただければと思います。 

では３番目の防犯灯、街路灯の維持管理について御質問をさせていただきます。維持

管理について改めてお聞きしましたけれども、連絡があった箇所に関しては早急に対応

しているということで理解をさせていただきました。なぜ、この窓口で聞いて終わるよ

うな質問を今日私が敢えてさせていただいたかということには実は理由があるんですよ。

今年の４月２８日、宮城県の小学校で６年生の児童が倒れてきた鉄柱で、１人が亡くな

って１人が重傷という事件がありました。文科省からも学校設備の総点検をするように

通知したという新聞記事もありましたので、長与町の教育委員会のことですからしっか

りとその対応をされているとは思っております。ただ、今回のこの事件を受けて自治会

内の全部の電柱を、あまり広いと歩くのが大変なので取りあえず自分の自治会内の電柱

を全て見て回りました。ある横断歩道のすぐ側の街路灯が腐食して穴が開いているもの

が数基あったんですね。以前、私２６年９月議会なんですけれど、町内の街路灯につい

て一般質問をさせていただきました。その内容というのが、根本が腐食して倒れる危険

性があるのではないかという内容で、それを受けてすぐに対応もしていただいたところ

ですけれども、その２６年から今かなり経っていて、その途中、途中でいろんな住民か

らの通報だったりそういうものがあって、調査はされているかと思うんですけれども、

定期的に目視などの調査とか、また誰に依頼して、どのくらいの期間を設けてその安全

性をどのように確認しているのか、何か仕組み的にあればお聞きしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 



今現在、１本、１本、目視して回るような仕組みというのは日常の業務において組み

込んでおりません。２６年当時に一般質問があったということでございますが、場所は

長与交番の周辺かと思います。その分につきまして調べてみたんですが、平成２９年ま

でに錆び止めと街路灯の改修及び撤去を含めて行っております。それ以降、特別な調査

等は行っておりません。球切れの際に含めて確認をするといった対応をとっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

私がちょっと話をしたことで、確認は今まで改めてしていなかったからどうこうとい

うことではないんですよ。私が、今日わざわざこれを質問にしたのは、ここにおられる

皆さんが気掛けていただく。わざわざお金を使って、誰かに頼んでどうのこうのじゃな

くて、例えば散歩するとき、通勤、帰るときみたいなそういうときに、ちょっと気掛け

ていただいて、街路灯なりいろんな広告の鉄柱とかありますよね。そういうものに目を

向けていただけたらという思いがあって、この質問をしなければと、ちょっと正義感で

したんですけれども。所管におかれては何かと仕事が増えてしまうようなことになるか

もしれないんですけれども、住民の安全性を考慮した場合、やっぱり日頃の仕組みには

ないとおっしゃったけれども、やっぱ組み込んでいただければと思いますけれども。今

後の対応として、小学校のこういう事件がなかったら別にそう考えもしなかったんです

けれども。やはりそういう施設内のことだけではなく、普通の町道とか、県道とか、そ

ういう所の建造物と言うんですかね、こういうものの安全性というのも確かに大事だと

思うんですけれども、見解があればお伺いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

街路灯の安全の確認というのは大変重要な業務だと思っております。ただし、日常の

業務にそれを組み込んでするというのは、街路灯自体錆びて危険ではあるんですけども、

穴が空いたからといってすぐ倒れるものというものではありませんので、これまでどお

り球替え時には徹底して、どういう状態であるか確認していきたいと思っております。

そのほかにも土木管理課においては作業員もおりますので、その中で対応ができるもの

があれば研究していきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

そうですね、なかなかその仕組みの中に組み込むというのも大変かと思いますので、

だからこそ、今、提案をさせていただいたので、皆さんが日頃からちょっと気掛けてい

ただければと思っております。先程、同僚議員も質問されていましたけれども、住民か



ら言われて危険を察知するということではなくて、住民からの情報を待つということで

はなく、行政が率先して危険を察知する、感知する、そういう取り組みがやはり大事だ

と思います。住民の立場に立って住民の安全性を考えていく、それが本来の行政の姿で

はないかなと思いますので、そちらの方ですね、私も少しでもお力になればと思いつつ

回っておりますので、皆さんもお力添えをお願いしたいと思います。終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで金子恵議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１３時まで休憩をいたします。 

（休憩 １１時２８分～１３時） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順３、吉岡清彦議員の①観光に活かせ長与三彩焼窯元跡地について、②行政に遊

び心を導入することについての質問を同時に許します。 

１３番吉岡清彦議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

こんにちは。昼から一番でございますけども、よろしくお願いいたします。今は行政

側もコロナ対策で大変だと思っております。しかしまた、これから大雨、あるいは台風、

そういうシーズンも来つつありますので、両面大変だと思いますけれども気を抜かずに

よろしくお願いしたいと思っております。では２点ありますけども、大きな１点から質

問に入りたいと思っております。まず１点目ですけども、同僚議員も質問がありました

けれども、観光に活かせ長与三彩焼窯元跡地という表題でございますけども、長与三彩

焼窯の復元に向けて作業中でありますけれども、その状況はどうなっているのか。また、

今後この跡地における将来像を問うていきたいと思います。私なりに次のような提案、

提言をさせていただきたいと思っております。まず（１）ですけども、私なりの１期目

として跡地の復元と整備、現在進行中でございますけども、これが保存に向かっていく

んじゃないかと思っております。（２）２期目として、この一帯を観光地として整備し

て長与の発展に寄与していく。観光客に絵付け教室などを行うとか、そういうのが出て

くるんじゃないかと思っております。３番目として、こういう観光を誘致するためには、

３期目として周辺一帯の道路や駐車場、これが大事な要点じゃないかと思っております。

以上、大きな項目として私なりに１期目、２期目、３期目の提言をさせていただきます。 

今度は②行政に遊び心を導入することについてですけれども、遊び心を取り入れた行

政運営を進行中であります。私も昨年この町長の言葉を聞いて、遊び心とはどういうも

んかと私なりにも考えながら、全国版でやっている「流行語大賞」や「漢字一文字大賞」

などをある人たちと楽しんできました。行政に必要なことは、若者や一般住民の人たち

に関心を持ってもらうことが大事であると思います。そこで、遊び心を持った行政運営

を私なりに次の２点を提案していきたいと思います。どう思うかですね。（１）が「今



年の流行語大賞」というのがありますけれども、こういうのをちょっともじった何かを

住民に提案していく、募集する。２点目として、全国版ですけども「漢字一文字大賞」

を町民より募集していく。よって町民皆さんの関心も高まってくるんじゃないかと思っ

ております。そういうのが大事じゃないかと思っております。以上、私なりの質問をこ

れから質問席からまたやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは早速、吉岡議員の御質問にお答えをさせていただきます。なお、１番目の御

質問につきましては、所管をしております教育委員会の方から回答いたします。私の方

からは、そのほかの御質問につきましてお答えをさせていただきます。２番目の質問で

ございます。行政に遊び心を導入することについてのお尋ねでございます。まず議員に、

今回具体的な形でこういった御提言をいただき本当にありがとうございます。感謝申し

上げます。昨年度より長与町をもっと元気なまちにしたい、そういう思いを込めまして

「遊び心」のあるまちづくりというのを新たなキーワードに加えたわけでございます。

このコロナ禍におきまして、各種大会やイベントも開催できない状況でしたけれども、

先月、長崎県下におきましても東京２０２０オリンピック聖火リレーが開催されました。

本町では１０区間１.８キロにおきまして、ランナーの皆様方に聖火を繋いでいただい

たわけでございます。聖火リレーのコンセプトであります「希望の道を、つなごう」を

広くこのイベントを通じて発信できたんじゃないかなと思っております。そして、久し

ぶりに町民の皆様に明るい話題を届けることができたものと大変嬉しく思っております。

本町ではこれまで「健康ポイント事業」、そしてコロナ禍でも安全に楽しめる「ウォー

キングイベント」等々をしてきましたけども、新たに企画して取り組んできたのが「フ

ォトグランプリ」でございました。これも町民の皆さん方から送っていただきまして、

この「フォトグランプリ」を開催できたわけでございます。前回の３月議会におきまし

ても、議員より「遊び心」のある事業の御提言を幾つかいただいております。いろんな

方の意見を参考にしながら、長与町をもっともっと元気なまちにしたいと考えておると

ころでございます。コロナ禍におきまして、人と人とが気楽にふれあえる活動は大きく

制限され、なかなか思うような行動ができないというようなことでございますので、町

といたしましても皆様とともに長与の魅力を高め、発信し、新たな人の流れを創ること

で興味を持っていただけるだけではなく、移住をしたくなる、そして今住んでいる人も

ずっと住み続けたくなる、そんなまちを目指していきたいと考えておるところでござい

ます。今年度より大学連携事業といたしまして、県立大学シーボルト校の学生の皆さん

方とともに長与町広報モニター連携事業も実施をしております。若い世代への効果的な

情報発信とともに、今回、議員に御提案をいただいております「流行語大賞」、「漢字一

文字大賞」など、町民の皆さん方にも関心を持っていただけるような取り組みを、今後



とも幅広く研究してまいりたいと考えております。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

吉岡議員の御質問にお答えいたします。まず１点目の観光に活かせ、長与三彩焼窯元

跡地についての１点目であります、１期目として、跡地の復元と整備についての御質問

でございますが、議員の御承知のとおり、今年度から３か年で長与三彩関連遺構の発掘

調査を計画しております。この３か年の調査期間及びその後の数年間を議員御提案の１

期目とさせていただいた場合、発掘調査の結果にもよりますが、重要な遺構や遺物が発

見された場合、専門的な御意見をいただきながら、保存や管理方法及び跡地の復元を含

めた整備と利活用について検討したいと考えております。２点目の、２期目として、観

光地としての整備についての御質問でございますが、教育委員会といたしましても重要

な遺構や遺物が発見された場合は、長与三彩の素晴らしさや長与町の文化遺産などにつ

いて、町内外に発信することにより、本町の魅力を全国にＰＲできる良い契機であると

捉えております。しかしながら、文化財につきましては観光地や生涯学習の場として寄

与する反面、遺跡の盗掘や破壊に繋がるリスクも同時に存在します。その保存、管理は

行政の重要な役割でございます。御提案いただきました観光地としての整備につきまし

ては、文化財の利活用を含めた専門的な御意見や財政面も考慮し、慎重に判断したいと

考えております。３点目の、３期目として、周辺一帯の道路や駐車場の整備についての

御質問でございますが、２点目の御提案のとおり、今回の発掘調査用地一帯を観光地と

して整備するのであれば、同時に周辺一帯の道路や駐車場の整備についても十分に検討

すべき課題の一つであると認識しております。しかしながら、２点目の答弁で申し上げ

ましたとおり、観光地としての整備を含む文化財の利活用につきましては、慎重に判断

したいと考えております。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

再度、質問をしていきたいと思っております。この長与三彩というのが長与しかない

わけですね。もし三彩焼というのがほかにあったら東北の宮城三彩とか、そういうのが

出てくるでしょうけど、三彩というこれ自体が全国でも長与三彩というのは一か所しか

ないわけですので、大事な文化、観光あるいは産業、そういうあらゆる分野の対象物件

じゃないかと思っておりますけども、町長としてこの長与三彩焼跡地、どういう形で捉

えておるのか、普通にそこらにあるものぐらいな考えであるのか、やっぱり大事なもの

であるのか、そこのところの基本的な町長のお考えをお願いしたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 



○町長（吉田愼一君） 

皿山っていうのがあって、特に陶器の焼き物もあったわけでありますけれども、しか

しながら三彩は確か磁器だと思います。この色合いがもう非常に素晴らしい色合いとい

うことで、その出土が、実際長与で作られていたのかどうかというようなことで非常に

疑問に持たれていて、幻の長与三彩ということで取り上げてきたわけでありますけども、

もしこれが、本当に長与三彩が長与の地で焼かれていたということであれば、非常にセ

ンセーショナルと言いましょうか、皆さん方も非常に興味を持つことでございますので、

私どももこれが是非そうであって欲しいなというふうに思ってますし、今、吉岡議員が

おっしゃったように、もしそれが長与の土地から出土されるっていうことであれば、観

光地という面でも非常に価値のあるものではないかなとそのように思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

担当課長として基本的な考え方を。これから担当していくわけですからお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

今、町長答弁でもありましたように、長与三彩というのが大変貴重で、幻の三彩と、

謎も多いと言われております。これは作られた時期がかなり短いという影響もあると思

いますけれども、もしこういった文化財が発見された場合は、報告書を今度作成する形

になっていきますけども、それと同時にあらゆるメディアであったり、ＳＮＳなどの媒

体を活用して、長与町の文化財につきまして町内外に広く発信したいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

最後に教育長も、責任者として基本的な考えをお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

今、町長、課長が話したように町のものでありますから、もし出土するようなことが

あった場合は、県内外にアピールしていきたいなと思っております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

これだけ町の中でも価値のあるものじゃないかということで、及びまた全職員もそう

思っているんじゃないかと思っております。この（１）は進行中だから大体分かってい



ますので、そこで（２）として、私なりの２期目ですから間違えないようにしていただ

きたいと思っておりますけども。出てきて、貴重なものを保存して、建物を建てて保存、

展示していくんじゃないかと、１期目でですね。当然、文化としての大事さはこれ自体

が持ってるわけですから、あと町内だけの遺物、遺構じゃなくて、どうやって人に来て

もらうかっていうのが、これからの長与の課題じゃないかと思うわけですけども。絵付

け教室をするとか、周辺を観光的な価値からちょっと休憩所も設けていくとか、場所を

作るとか、そういうものは必要じゃないかと思うんですけれども、どういう構想を持っ

て取り組もうとしておるのか。私なりには捉えているわけですけども、町としては、ど

ういう構想で計画を立てていこうとしているのか。案があったならばお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

構想という話になりますけれども、重要な文化財が発見されたと仮定した場合ですが、

町指定の文化財にまず指定をさせていただいて、場合によっては県指定であったり、国

指定であったり、そういった認定の申請が今後考えられると思います。そして議員御提

案の今後の整備になりますけれども、将来的には窯跡の復元であったり、展示室を造っ

たり、おっしゃっていただいた絵付けの教室、そういったいろんな可能性は考えられる

んですけれども、それと同時に、答弁にもありましたように盗掘または破壊のリスクと

いうのもありますので、それを踏まえた上で最善の保存と管理と利活用の方法というも

のを今後専門的な御意見もいただきながら検討をしていきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

当初言いましたように「長与三彩」っていう、この名前。これを一部分だけの、町内、

あるいは県内だけに残すんじゃなくて、全国にやっぱりＰＲしていかなきゃならないん

じゃないかと思っております。そういう大事な長与のこのものを、どうやって今度は来

ていただくか。ＰＲするのはある程度メディアとか、いろんな形で冊子とか、できます

けども、あと今度はどうやって長与に来ていただくか。そして、来ていただいた人たち

がちょっと昼飯でも食べる場所がどこかにあるかとか、あるいはちょっと休憩して地の

ものを買って帰っていただくとか、新鮮な大村湾の特産品の昼ご飯を食べるとか、やっ

ぱりそういう構想まで私は持っとく必要があるんじゃないかと思ってるわけですね。そ

れが一つの産業にまでなるのかどうか分かりませんけども、そうしたときにこの３番目

として、ただ、単なる文化財が観光としてなってくると教育委員会だけではなかなか対

応できない要素がひょっとしたら出てくるんじゃないかと思っております。それこそ、

周辺道路の整備、駐車場、これは教育委員会で予算作って出来るのか、あるいは町長部

局でやっていくのか、総合的に町がそういうのまで含めて、ここをどうやってやってい



くのか。教育委員会の場合はまず展示して、保存していくのが大体基本じゃないかと思

っておりますので。そのあと、今度は長与をＰＲしていく、観光に来ていただく方向の

仕事はひょっとしたら町長部局になるのかなと思ったりも、私なりにはしますけども、

町長としては今後、初めに基本的なことを言っていただいて、大事なものということを

発言されたわけですから、あとどうやってそれをやっていくか。そこは今度、町長サイ

ドになるんじゃないかという気も私はしますけれども、どうですか、町長としては。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

この長与三彩につきましては課題がまだたくさんあるんです。実は長与三彩を今、焼

いているのは、三川内焼でお一人だけ焼いていただいております。私もお会いしました

けども、何とか続けて欲しいというようなこともお願いをしております。今回、この発

掘を調査する場所も、今、住んでらっしゃる方もいらっしゃるわけですので、その人と

調整をしながらやっとここまで来たというようなことでございまして、そしてまた皿山

の再現という形で、もう随分前から計画しておったわけですけども、日が経つにつれま

して、いわゆる駐車場として用意してた所がもう家が建ってしまうとか、それから二丁

間にありますけども、非常に道が隘路であるというようなこともありまして、まだまだ

課題がたくさんあるということをまずは御承知おきしていただきたいなと思っておりま

して、今、議員がおっしゃるようなことにつきましては、もしそれが実現して長与から

出土されるということであれば、そこからいろんなこともまた付随して考えられるだろ

うと思っております。今現在のところは非常に課題がまだ多いということでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

その先々に向かって「あら、しまったばい。もう周辺の人があそこのミカン畑も家を

建ててしまったばい」とか、なってしまったら、またこれはどうにもならないわけです。

だからちょっと私が心配するのも、当初言いましたように長与という名前で残すのはも

うここしかないわけですね。大村湾はありますけども、それはどこでもあるような、海

があって、山があって、魚がおって、ミカンが採れて、あるいは公園があって、どこで

も公園がある。桜は桜でどこでもある。何かイベントすれば人は来ますけれども、しか

し年間を通して、あるいは永久に名を残すのはここしかないんじゃないかというのが私

の当初からの構想であり、だから文化だけじゃなくして大きな構想で挙げとるわけです。

そこでまた教育委員会に戻しますけれども、こういう構想に向かって調査した結果と、

先々に向かっていく構想の計画書なんか作る予定があるんですか。結果報告は先程言っ

たようにするでしょうけども、これからの、ここを向かっての計画書か何か作る考えが

あるのかどうか、ちょっとそこのところをお願いします。 



○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

今回の発掘調査の結果次第では、議員おっしゃるとおり観光施設の整備っていうのも

長期的な目線で考えなくてはいけないと思っておりますので、これに関しては町長部局

とも連携をしながら、以前も長与皿山の窯跡の基本整備計画的なものもありましたので、

そういった新しい計画というのは、整備を行っていく上では必要だと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

課長が町長部局と検討していくと、自分の所の文化財の保存だけじゃなくして、残す

だけじゃなくして、町長部局と一緒になってやっていくという言葉が出ましたので、今

からのことだから、立派な若者もおりますので、そういうのを期待して作って欲しいと

思っております。だから町長にしても、そういう、これから向かっていく計画書が出て

くると思います。やっぱり永久に残すような、長与の場所として残さんばいかんと私も

思っています。私も長与の人間じゃないけども、やっぱり長与のこの良さというのが、

良い所は良い所で残していく必要があるわけですので、町長の方もそういうのを頭に入

れながらやっていって欲しいと思いますけど、どうですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子総務部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

先程、町長答弁にもありましたとおり、今後、文化財、長与三彩が出土した場合につ

きましては、観光地、こちらに向かって、先程言いました道路の整備、駐車場の整備、

あるいはちょっと食べられる、そういった飲食店、お土産的なもの、それについて総合

的に判断して進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

これからのことだから、文化的なことと、これからの観光産業的なことが一体となっ

て長与を盛り上げる道づくりをこれからやって欲しいと思っております。よろしくお願

いいたします。これは基本だからこれで一応締めておきます。 

あと「遊び心」、これは大事なことじゃないかと思っております。どうしても行政側

は固い形で来て、やれとかいう形だけで来ていたわけですけども、いろんなアイデアを

取り入れながら同僚議員も提案をしておりました。いろんな、やっぱり全国的にはそう

いうものをやってきていますので、これが良いと私も自分がやってみて楽しかったから

「遊び心」として。金が要らないんですよ、はっきり言って。募集して、応募していた



だいた人にマイバックか何かあげて、また喜んでもらえばいいわけだから。私もやって

みて楽しかったわけですけど。何かほかにあれば、ほかので良いわけですから、そうい

うのに向かって。それで新しく大学連携事業でモニターとか何とか、ちょっと出たんで

すけども、どういう形で取り組んでおるのか、担当の方からよろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

今年度より大学連携事業といたしまして県立大学シーボルト校の学生の皆さん１０名

で「長与町広報モニター連携事業」を実施しています。一年間ですけれども３部に分け

まして広報ながよ、ホームページ、ＳＮＳ、各々について若い世代の方と町民の皆様に

関心を持っていただけるような取り組みを幅広く研究してまいりたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

そういうのをやりながら、その中に流行語大賞なども入ればいいわけですので、嬉し

いわけですから。だから、ひょっとしたら出てくるか分からん。名前は違うか分からな

いけどね。やっぱりそういうのに向かってちょっと柔らかい視点から、町長は頭が柔ら

かいわけですから、良いアイデアなんかも出てくるんじゃないかと思っております。 

今回は２点でした。三彩のことはこれから本当に真剣に取り組んで、調べるだけだっ

たら簡単だけど、やっぱり先に向かってどうするか。特にこの道路、駐車場というのは、

よその物件、所有者が違いますので、町の物件であれば長期的にできるけど、私の心配

はやっぱりそういうところに出てくるわけですね。そういうのを頭に入れながら再度お

願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで吉岡清彦議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１３時４５分まで休憩いたします。 

（休憩 １３時３３分～１３時４５分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順４、八木亮三議員の①ひとり親家庭への養育費受け取り支援及びその他支援に

ついて、②時代に合った校則改定及び改定への生徒の参画についての質問を同時に許し

ます。 

１番、八木亮三議員。 

○１番（八木亮三議員） 

では早速質問に入ります。大きな１番、ひとり親家庭への養育費受け取り支援及びそ

の他支援について。厚生労働省発表の平成２８年度全国ひとり親世帯等調査によります



と、離婚後に養育費を受け取るべき監護親の５６％が一度も養育費を受給していません。

その結果、多くの監護親が仕事と育児を自力で両立させなければならない困難な境遇に

あり、平成２８年の国民生活基礎調査では、ひとり親家庭の相対的貧困率は５０.８％

と報告されております。昨年４月の民事執行法改正により、離婚後に支払うべき養育費

を支払わないため、または不当に減額するため財産を隠し、財産開示手続きに応じない

非監護親には６か月以下の懲役または５０万円以下の罰金という刑事罰が科されるよう

になり、これまでよりは支払いが期待される状況にはなりました。しかし、監護親側が

養育費を受け取れていない理由は「相手と関わりたくない」が３１％、「相手に支払う

意思が無いと思った」が１７.８％など様々にあり、相手と交渉することに危険を感じ

るなどの弱みにつけ込まれていることは想像に難くなく、また、弁護士や裁判所を通じ

た情報取得手続きなどは誰にでも手軽にできるものではありません。このような境遇の

ひとり親を支援するための独自の施策を導入する自治体も出てきており、本町も幸福度

日本一を目指すのであれば、子どもの幸福のためにも何らかの支援策を導入すべきと考

え、以下質問いたします。①離婚を考えている人、離婚した人に対し養育費不払いなど

の問題が発生しないために、例えば法律相談など、町として何か支援対応は行っていま

すでしょうか。②離婚の際に養育費の受け取りをより確実とするための調停申し立てや

公正証書作成の実務的支援及び費用補助はできませんでしょうか。③兵庫県明石市の昨

年７月から実施した事業のように、町が監護親に代わり直接督促、それでも支払わなけ

れば町が養育費を立て替えて、その後、町が非監護親に請求、徴収を行うというような

ことはできないでしょうか。直接の立て替えや督促が難しければ、監護親が保証会社と

養育費保証契約を結ぶ際の保証料の補助などはどうでしょうか。④幼稚園、保育園等へ

の入園申請をする際、親がすでに働いている世帯の方が求職中の親よりも優先されるこ

とになっていると思いますが、これでは求職活動が限定され、就職後に子どもを入園さ

せられる所が見つからず就業をあきらめざるを得ないというようなケースなども考えら

れますので、平等に扱うことはできないでしょうか。 

大きな２番、時代に合った校則改定及び改定への生徒の参画について。今年３月長崎

県教育委員会は県内の公立高校、中学校、計２３７校のうち約５８％に当たる１３７校

で下着の色を白と校則で指定しているとの調査結果を公表し、「人権問題になりかねな

い」として各校で校則を再検討し、必要に応じて改定するようにと３月２日付で通知を

して、その改定に当たっては児童生徒や保護者の意見を反映されることも求めたと報じ

られておりました。しかしその一方で、３月９日の長崎県議会文教厚生委員会において

県教育庁児童生徒支援課の課長が「社会通念上合理的と見られる範囲内で学校が下着の

色を定めているという認識」という発言があり、いまだ長崎県は前時代的な感覚での学

校管理を行っているのではないかと思わざるを得ないと感じております。これらを受け

まして、３月に本町の３中学校の校則を確認いたしましたところ、合理性、必然性があ

ると思えない、疑問に感じる校則が幾つかありました。校則も各学校の特色の一つでも



あり、教育委員会が全校に一律かつ強制的な指導を行うことは慎重であるべきと思いま

すが、児童生徒の人権の尊重、配慮は、本町全体の人権感覚が問われるところだと考え

ますので、校則、学校規則、学校管理について以下質問いたします。①先程の３月２日

付の通知を受け、本町の各中学校でも校則の見直しを行ったのでしょうか。または今後

行う予定はありますでしょうか。②校則の見直しに当たり、児童生徒及び保護者の意見

を取り入れるような方針についてどうお考えでしょうか。③本町の中学校でも肌着の色

が指定されている学校がありますが、本町教育委員会としても生徒の下着の色を指定す

ることに何らかの合理性、必然性があると考えているのでしょうか。④来年度より長与

第二中の制服が選択制となりますが、性的マイノリティの生徒への配慮、及び女子生徒

の防寒面からの選択制導入ということであるなら、当然、同様に長与中、高田中も配慮

をして導入すべきと思いますが、どうでしょうか。以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは早速、八木議員の御質問にお答えをさせていただきます。なお、２番目の御

質問につきましては、所管をしております教育委員会からの回答になります。私の方か

らはそのほかの質問になりますので、よろしくお願い申し上げます。 

まず１番目１点目でございます。養育費不払い等が発生しないために町として支援、

対応を行っているかというお尋ねでございます。ひとり親家庭は経済的に困窮している

家庭が多く、自立支援の充実が課題となっておるところでございます。これは県が昨年

実施をいたしました児童扶養手当受給者アンケートで、母子家庭の４１.６％が２００

万円以下、父子家庭の３３.６％が３００万円以下の年収である調査結果が報告されて

いることも明らかでございます。長与、時津町の離婚等によるひとり親家庭の相談窓口

としましては、まず西彼福祉事務所の方で母子・父子自立支援員を配置しておりまして、

生活の安定や自立のための相談、情報提供、援助等を行っているところでございます。

また、県におきましては長崎県ひとり親家庭等自立支援センター、これは「ＹＥＬＬな

がさき」と言いますけれども、におきましても専門の相談員が無料で法律相談の実施を

していただいております。また、養育費等の専門的な相談に対応し、支援を行っておる

ところでございます。また、本町におきましては、必要な方に対しましては町の窓口に

おいて案内をしております。特にこども政策課におきましては子育て相談専門員を３名

配置し、子育ての悩みをはじめ、生活の中での悩みや不安に対する相談、また経済的自

立に向けた支援などを行っており、相談の内容に応じて専門の相談窓口を紹介するなど、

関係機関と連携を図りながら相談者へのきめ細かい対応を行っているところでございま

す。２点目の調停申し立てや公正証書作成の実務的支援、費用補助はできないかとのお

尋ねでございます。ひとり親家庭が経済的に自立した生活を送るためにも、調停や公正

証書の作成などで養育費の取り決めをし、書面に残しておくことが養育費未払いなどを



防止するためには必要であると感じております。しかしながら、それぞれの手続きにつ

きましては法的な知見、こういったものも必要であることから、町で対応することはち

ょっと難しいんじゃないかなというふうに考えております。町といたしましては、養育

費について取り決めることの重要性などの情報提供を行ったり、あるいは未払い等に対

応できる相談窓口や関係機関へ今後も継続的に繋げていきたいと思っております。３点

目の、町が養育費の請求、徴収を行うことはできないか。難しければ養育費保証契約を

結ぶ際の保証料を補助できないかというお尋ねでございます。議員御指摘のとおり、改

正民事執行法が令和２年４月に施行され、支払うべき養育費を支払わない場合などに刑

事罰が科せられるようになりました。この改正では、養育費について公正証書など公の

文書で取り決めをした人に限られております。県が実施したアンケート調査でも、養育

費の取り決めを行っていない家庭が半数を超えている状況、相手に支払う意思や能力が

無いと考えている家庭が多いという結果が出ておるところでございます。これは議員の

おっしゃっているとおりであります。自治体の中では養育費の徴収業務や保証契約に係

る保証料を負担する、そういった所もあるようでございます。しかしながら本町といた

しましては、現状では専門性や業務量を考えても、立て替えや徴収業務、保証料の補助

の実施については厳しいと考えております。今後、国におきましても新たな支援策が検

討されており、他自治体の取り組みを参考に、町としても支援のあり方等々については

今後とも研究してまいりたいと考えております。４点目の、保育園等に入園申請する際、

休職中と働いている世帯を平等に扱うべきではないかという御質問でございます。保育

所は、保護者が働いている家庭や病気等の理由により家庭において十分な保育を受けら

れない乳幼児を保育する児童福祉施設となっております。保育所等の利用につきまして

は保育の必要性の認定を行い、施設の受け入れ可能な人数を上回る場合には利用調整を

行っております。保育の必要性の高い方から順に受け入れるよう、児童福祉法で定めら

れているところです。保育の必要性につきましては、保育を必要とする理由や就労等の

時間、御家庭の状況等を考慮した利用調整基準に基づき優先度を決定している状況でご

ざいます。保護者の就労実態等に応じ、必要な範囲で保育所等を適切に利用調整するこ

とが町の役割ではないかなというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

では、八木議員の御質問にお答えいたします。２番目、時代に合った校則改定及び改

定への生徒の参画についての１点目です。３月２日付の当該通知を受け、本町の各中学

校でも校則の見直しを行ったか、また今後行う予定があるのかの御質問でございますが、

３月２日付通知に示されているように、校則の内容については学校を取り巻く環境や児

童生徒の置かれている状況の変化に応じて積極的に実施する必要があり、各中学校にお

いては、これまでも生徒会を交えながら毎年生徒心得の見直しを行っております。また、



通知の趣旨を踏まえ、改めて内容の文言の見直しを行っているところでございます。２

点目の校則の見直しに当たり、児童生徒及び保護者の意見を取り入れるという方針につ

いてどう考えるかの御質問でございますが、１点目に述べた見直しに当たっては、同通

知に「児童生徒が話し合う機会を設けたり、ＰＴＡのアンケートを実施したりするなど、

児童生徒や保護者が何らかの形で参加できるように工夫する」ことが示されております。

各学校においても、児童生徒やＰＴＡの意見を聴取したり、協議したりしながら、見直

しを行っているところでございます。教育委員会といたしましても、学校を取り巻く環

境や状況に応じて、学校全体で見直しを図っていくべきものと考えます。３点目の本町

の中学校でも肌着の色が指定されている学校があるが、本町教育委員会としても生徒の

下着の色を指定することに何らかの合理性、必然性があると考えているのかの御質問で

ありますが、下着の色の指定については、３月１０日付「校則の見直しについて」に係

る補足説明についての中で「色の指定に伴う確認行為が人権侵害とならないように配慮

すべきであるという趣旨であり、下着の色の指定を否定するものではありません」と示

されております。議員御指摘の中学校においては、心得として望ましい姿を示している

ものであり、規制を強いるものではありません。また、当然ながら、下着の色の確認を

行うようなことも行っておりません。教育委員会といたしましては２点目に述べました

ように、心得に関しましては、各学校を取り巻く環境や状況に応じて児童生徒やＰＴＡ

を含め学校全体で見直しを図っていくべきものと考えます。４点目の来年度より長与第

二中学校の制服が選択制となるが、性的マイノリティの生徒への配慮及び防寒面からの

選択制導入であるならば、当然、長与中、高田中も同様に配慮し導入すべきと思うがど

うかとの御質問でありますが、制服の選択制に関しては、残る２校についても既に検討

を行っており、生徒や保護者の相談や申し出に基づいて対応もするようにしております。

今後、開始時期に後先はありますが、各学校の状況に応じて制服の選択制は導入される

ものと考えます。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

では再質問に入らせていただきます。大きな１番からですが、まずこの１番の質問を

させていただいた背景を少し申し上げますと、子どもの貧困ですね。通告書で上げた調

査とはまた別ですが、厚労省の２０１９年の国民生活基礎調査によりますと、２０１８

年の時点で、中間的な所得の半分に満たない相対的貧困家庭でプラス１８歳未満の子ど

もは全体の１３.５％、約７人に１人となっていまして、全体ではこの数字なんですが、

ひとり親家庭ではこの貧困率が４８.１％となっているんですね。ひとり親家庭の子ど

もの約２人に１人は貧困の状態にあるということです。あくまで、これも所得金額での

パーセンテージで、実際の当事者の実感として生活が苦しいと感じている母子世帯は、

母子世帯全体の８６.７％とも報告されています。令和２年度の統計ながよを見ますと、



平成２７年のときの国勢調査の結果が出ていましたが、町内にひとり親と子どもからな

る世帯が１,４８４世帯となっていますので、先程の調査の結果にざっくり当てはめる

と、本町でも７００名から８００名ほどのひとり親の親御さんが養育費を受け取ってな

い可能性が高い。この数っていうのは決して少なくないと思うんですね。また、この厚

労省の生活基礎調査を基にした国立成育医療研究センターが分析を行った結果では、５

歳以下の子どもを育てていて同居する親などがいないひとり親の約９人に１人が心の不

調を抱えているという報告があります。この心の不調は必ずしも所得とは関連しません

が、当然、金銭的な余裕は心の余裕も生むと思いますし、少しでも収入が増えることは

大切なので、先程のような養育費、本来受け取る権利があるお金。その受け取りを行政

が支援していくというのは、必要なことじゃないかと思って質問をさせていただいてお

ります。先程の①についてですが、令和元年１１月に閣議決定された、政府の子どもの

貧困対策大綱の中に経済支援という項目があって、そこに養育費確保の推進という項目

があるんですね。そこには地方公共団体における弁護士等による相談等の実施や相談等

に対応する人材養成のための研修を行うとあるんですが、先程の１、２、３に関する御

答弁では、そういう法的な知見が必要ということなどもあって難しい。専門性が必要と

いうことでしたが、実際に政府の大綱の中に「そういう必要性がある」とあるんですよ

ね。つまり、そういう専門性、法的な知見が無いのであれば、それに対応できる人材の

養成、研修を行うべきだと思うんですが、今は無いですが、本町でも窓口で直接そうい

う法律的な相談というか、そのほかのそういう福祉事務所や自立支援センターに回さな

くても、ある程度対応できるような業務拡充をするお考えはありますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

長与町といたしましては、先程町長の方からの答弁もありましたとおり、福祉事務所

の方に繋いだりとか、「ＹＥＬＬ長崎」の方に繋ぐということで、専門的な知識を持っ

た方々に養育費についての詳しい説明ができる相談窓口の方に繋ぐということで、対応

を今後も行っていきたいというふうに考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

そうすると、今後も今のとおりということですよね。先程のとおり、町内に一定数い

ると考えられる養育費を受け取っていないひとり親の方のために直接、言ってみればよ

そに回すんじゃなくて、直接受けるようにしていこうということは考えてないというこ

とですよね。どうなんでしょう、こういうのはもちろん一朝一夕にはいかないと思うん

ですが、やっぱり町で独自にやっていくべきじゃないかなと思うんですね。ある種、庁

舎内ではなくて、特にそういう別の所、もちろん専門性を持っていると思うんですけれ



ども、そういう所に回すっていうのは、ちょっと不親切かなと感じるところであります

が、先程の政府大綱の養育費確保の推進の中に「離婚届と一緒に養育費等の取り決めの

重要性や法制度を解説したパンフレットを引き続き交付する」と書いてあったんですが、

引き続きと書いてあるということは、これについては本町でも行っているんですかね。

離婚届と一緒にそういう法的なパンフレットを交付しているんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

はい。離婚届を配布する際に、本町の方でも配布を行っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

分かりました。せっかく民事執行法改正されて、いわゆる逃げ得は許されないという

姿勢を国がより強くしていますから、離婚する双方に養育費の取り決めの必要性、しっ

かり伝えて、不払いが起きないように、離婚後からでなくて離婚成立前の中で、特に弱

い立場の方が相談できるような体制を是非もうちょっと考えていただきたいと思います。 

次の２番、先程の費用的な補助等の支援ですが、まだ各自治体といっても幾つかの自

治体で実施されているところで、それも昨年度からなんですね。船橋市、横須賀市、仙

台市、東京都豊島区など、昨年度から実施されているんですが、全てに私、問い合わせ

ましたら、まだ初年度ということもあって養育費に係る公正証書等作成補助金、実績が

船橋市で４件、豊島区６件とそんなに多くはなかったんですが、横須賀市だけ２６件と

多いんですね。これで横須賀市のこども育成部というところの担当の方に聞きましたら、

考えられる理由としては、全国的にも取り組みが早くメディアに広く取り上げられ話題

になり周知されたこと。また、弁護士会に協力してもらい、離婚相談の方が訪れると思

われる弁護士事務所に案内を置いてもらったりしたことで、ほかの自治体より多かった

んじゃないかとおっしゃっていました。現在のところ、この長崎県内ではこの事業を行

っている市町はないようですので、少なくとも県内では初の事業となって、もし実施す

れば県内で大きく取り上げられると思うんですね。そうすると長与町はひとり親家庭に

優しい、ほかの市町が行わないような、そういう先進的な取り組みを行う町だというふ

うな、いわゆる町長が掲げる幸福度日本一というのも、ただのキャッチコピーではなく、

本気なんだということを町内外から評価されることにもなると思いますし、もちろんそ

ういうイメージのことではなく、実際に補助してもらえれば助かる監護親の方がいるは

ずだと思うんですね。長与町に住んでいてよかったと、そう思ってもらえる事業で、先

程のとおり統計上は７００から８００名ほどいらっしゃると思う方々のためにも改めて、

この費用補助っていうのは、ある程度流れが掴めればそんなに件数もたくさん、毎年は

ないと思いますし、難しくないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 



○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

私も議員からの御質問を受けたあと、兵庫県の明石市に電話を差し上げてどういう状

況であるか確認をさせていただきました。明石市が先進的に取り組みを行っているんで

すけれども、そちらの方では４名の相談窓口の職員の中の２名が弁護士資格を持った職

員であるということで、相談を受けた際に事務方の行政職員ではどうしても法律的に難

しいような相談内容になってきたときには、そちらの弁護士資格を持った職員に代わっ

て対応したりというようなことができるので、こういう事業が行いやすいという点があ

りますということだったんです。長与町としましては、そう言った専門性を持った職員

っていうのも今のところいない状況ですので、費用の面だけでなくて、事務的なことに

対応が現時点ではできないので、今、それに取り組むということは考えておりません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

そうですね、もちろんある程度流れというかシステムにはなっていたとしても、当然

間違いがあってはいけない法的な部分なので、そういった専門的知識は必要だとは思う

んですが、これは③にも当てはまるんですけれども、実際にそうやって導入している自

治体があるわけですから。もちろん規模が、人口及び予算等、違うとは思うんですが、

やっぱりこれをやる必要があると行政が、その自治体が思えば、できる方向に動くべき

だと思うんですよ。なので、これはやる必要があるかどうかと、今できるかどうかでは

なくて、是非そういう視点で考えていただきたいんですよね。先日の総合計画の説明の

ときだったと思うんですが、長与町は人口当たりの職員数が少ないということで、ある

意味それは効率的な運営をしているということだったと思うんですが、必ずしもやっぱ

り少ないことが良いことではないと思うんですよね。町民のために必要なサービスって

いうのをしっかりできることっていうのはやっぱり行政の役割ですから、先程のとおり、

法律を扱う問題というのはこの件以外に町の業務であると思うので、先程の弁護士資格

があるような方がいることでできることがあれば是非、今後そういった方の採用、登用

であったり、そういうことを今後考えていただければと思って、３番までは以上ですが、

４番ですね。これは先程の御説明ですと、必要性に応じて法律に基づき利用調整してい

るというようなことでしたよね。ということは、求職中の方が、必ずしも既に仕事を持

っている方よりも後回しになるということではないということですかね。例えば、既に

仕事を持っていても両親揃っていて、まだ養える余裕があるとか、それに対して、例え

ば、ひとり親の方で急遽仕事が無くなってすぐにでも働かないといけない、預ける人も

いないというような人、そういうケースがあった場合は求職中の方の状況のほうが緊急

性があるとか、そういうことで判断していただけるんでしょうか。 



○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

例えば、両親がいらっしゃる家庭が御主人様が働いて、奥様が求職活動される場合と、

ひとり親の御家庭で求職活動をされる場合っていうのは、ほかの条件が一緒だった場合

はひとり親の方が優先をされます。しかし両親ともに働いている場合は、やはりどうし

ても求職活動っていうのは、日中に働いている方より時間的な融通もつきやすいという

点もありまして、優先順位としては低くなるということになっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

分かりました。そうしますと、ある程度休職中であっても考慮というか、ケースバイ

ケースで対応していただけるということだと思うんですが。この質問を入れたのは、こ

れちょっと直接私が町の方から御相談があって、この方は両親揃ってらっしゃる方なの

で今回のひとり親の質問とはちょっと違うんですが、ちょっと伺いたいというかこうい

うケースがありまして、その方は御主人は働いてらっしゃる、御本人が３歳と１歳の子

どもがいると。１歳の子の面倒を見るのが落ちついてきたということで、仕事を探すと

いうことで、この２人の子どもを預けたいと今年の３月こども政策課に相談に行ったら、

実際にそのときに窓口で「休職中で兄弟同時入園なんて年度中待っても無理でしょう」

と申し込み自体が無意味かのように言われてしまいました。長与町役場ホームページの

保育園空き状況でも丸がある保育園が多々あり、期待していただけに協議する間もなく

言い切られて「とても残念でした」ということなんですね。この件は、すぐに私も３月

こども政策課の窓口で当時の課長と担当者に確認しましたら、先程のとおり休職中で御

両親揃ってらっしゃるということもあったせいか、そういう形になったと。それ自体は

先程の基準のとおりだと思うのでやむを得ない部分だったり、窓口での印象っていうの

はお互い受けた方と対応した方で違うかもしれないんで、それはある程度やむを得ない

んですが、私がこの件の改善を求めに窓口に行ったときに、じゃあお子さんの預かり先

が見つかってない求職中の方が求職活動するとしたらどうすればいいのか聞いたら、

「認可外保育所に預けたり、保育所等の一時預かりに登録し必要なときに利用するなど

がある」ということだったんですが、実際のお母さんですね、相談に来たときに「入園

は無理でもじゃこういう方法がありますよっていうことまでを説明しましたか」と聞い

たら、「してない」とおっしゃったんです、その担当した方が。これは、ここにある長

与町の第三次男女共同参画計画の中にも子育て中の女性の就職活動支援、担当こども政

策課ということで、子育て中の再就職希望の就職活動を支援するために一時預かり、フ

ァミリーサポートセンターの利用促進とニーズに合った保育サービスの提供に努めます

ということと全く反している、説明すらしてないっていうのはちょっとどうかと思って



ですね。もちろん、そのときにその旨は窓口の担当者に申し伝えましたし、課長もその

当時と変わられているので、これ以上あれなんですが、是非、今後そういう窓口に来ら

れた方の、本当に相談されたことだけに答えるのではなくて、どうしたらいいかってい

うのを、もっと当事者の思いや意見を聞いていただく対応をしていただきたいと思いま

す。今回は、養育費支援等はまだ始まったばかりの制度で、導入をできたらということ

のお知らせだったので、大きな１番の質問はこれで終わります。 

次に２番ですが、校則の件です。先程の御答弁では、通知を受けてから改定を進めて

いる。その中でも２番の御答弁では、ＰＴＡアンケート等で保護者の意見も聞きながら

進めているということでしたが校則の見直し。３月のその通知があったあと、３月、４

月、５月、定例教育委員会の中で、こういう通知があった、これからどうしていくとか、

そういうことを議題などにして４名の教育委員の意見などは聴取されたんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本教育次長。 

○教育次長（山本昭彦君） 

この件につきましては教育委員会の議題に上がっておりません。各学校で対応してい

ただいておりますし、教育委員会で改めて報告をということはしておりません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

もちろん学校ごと、先程おっしゃったとおり状況とか違いがあると思うので当然、実

際には各学校で検討していただくということにはなるとは思うんですが、結構重要な通

知だと思うんですよ。もう昭和の頃から変わってないような、これを今、おかしいとい

う話になっている。そういった結構大きい話題と言いましょうか、そういったものが出

たら、せっかくと言うか、それを話し合わないのであれば何のために教育委員の皆さん

に来ていただいているんだろうと思うんですよね。以前の一般質問でも申し上げました

が、文部科学省が教育委員会制度の意義として求めていることは地域住民の意向の反映。

そのために重要なのが、教育の専門家の判断のみによらない地域住民の意向を反映した

教育行政を実行する。つまり、レイマンコントロールですよね。何度か私も定例教育委

員会を傍聴させていただいて、また、議事録も傍聴できなかったときは読んでいますが、

どうもいつも報告に終始していて、教育委員の方にあんまりそういったことに対して積

極的に意見を求めているように感じないんですね。どうですかね、こういう重要な案件

で、教育委員の方せっかく出席してくださっているので、もっと意見を求めるべきだと

思うんですが、どうお考えですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本教育次長。 

○教育次長（山本昭彦君） 



確かに重要な案件であれば、例えばＧＩＧＡスクールであったり、そういう関係の重

要な案件であれば教育委員の意見を伺って、教育の方、推進していくっていうことをや

っておりますけども、この校則に関しましては、この通知を受けまして各学校の方に確

認をしたり、また答弁にもありましたとおり校則につきましては生徒会を交えて毎年見

直しを行っておりますので、各学校で判断していくものと思っておりますので、教育委

員会の方では、敢えて取り上げて意見を聞くということはしておりませんでした。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

そうですね、おっしゃられるとおり今は、前はなかった学校運営協議会だったり、そ

の学校ごとにいろんな小学校、中学校、地域住民やＰＴＡの意見を反映する場所がある

と思うのは確かにそうなんですが、やっぱり実際に文科省が教育委員会の意義としてこ

ういうのを求めているというか定めているわけなので、是非もうちょっと、せっかく教

育委員になってくださっている方のためと言うと変ですが、来てくださっていますから、

是非、意見を聞いていただければとは思っております。先程のとおり、校則の改定の生

徒の参画、是非、今後も、もっと積極的にというか、やっていただきたいとは思います。

で、この（３）ですが、先程の肌着の色ですね。長崎県教育庁の課長が「社会通念上合

理的と見られる範囲」と言ったんですが、私は、ちょっとそれは現代の日本でそんな社

会通念あるとは思えないんですけど。ただ、先程の御答弁の中にもあったと思うんです

が、白と指定している中学校ですね、前教育委員会理事は、この中学校で教頭を以前、

確かなされていたということで私３月の時点でちょっとお話を聞いたんですが、先程の

答弁のとおり心構えの問題であって、実際に検査、確認したりすることはしないという

ことだったんですけど、下着が白だと中学生として何か心構えが変わるんですかね、そ

こは、ちょっと私は分からない。お話をお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

田中教育委員会理事。 

○教育委員会理事（田中真君） 

この白の指定についてですけれども、夏場の白いシャツの場合に透けることがあるの

で白が望ましいという形で、一つの望ましい姿としての提示であると。冬服等について

は特にこの指定は求めていないということですので、白に限るという表現になっている

としたとしても、それをもって強要をしたりとか、あるいはそれでなければいけないと

いうような確認等を行っていないということです。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

透けないのであればベージュとかでも良いのかなと思いますし、実際、ほかの中学校



ではグレーとか認めたりもするので、やっぱりこれは実際に確かめないとは言え、むし

ろ確かめないのならそもそも指定する意味もないようにも、逆説的に言えば思いますし、

この辺も本当に生徒がこれで良いと思っているのか、是非、先程のとおり、こういうと

ころも生徒、保護者を交えて改定を考えていただければと思います。学校というのは勉

強はもちろん人間関係の構築を学んだりする場所と思いますが、それに加えて、先程、

生徒会ということもあったように、民主主義を学ぶ場所でもあると思いますので、その

ルール作りに主体的に参加することに大きな意味があるという、逆に校則を使うことで

そういうのをしっかり教えることができるんじゃないかなと思いますので、より積極的

な、ほかの自治体と調査研究なども皆さんも行っていただいて、是非、時代に合ったも

のにしていただきたいと思っております。最後に（４）ですね、これ先程のお話ですと、

もう既に検討されているということですよね。ということでしたら、それに越したこと

はないので問題ないんですが、１点だけですね。これ長与中学校に確か３人お子さんを

通わせた、もう卒業されてるんですけども、保護者の方からいただいたんですが、長与

中学校の制服、これが非常に、何かもう昭和の雰囲気があって、正直ちょっとあまり、

何と言いますかね、今の感覚からするとやっぱり何とも言えないんですが、ちょっと合

ってないんじゃないかというか、そういう御意見。つまり、もっと今の生徒がこれを着

て学校に行きたいと思えるような、モチベーション上がるようなそういうものになれば

というお声があったんですが、長与中の制服っていうのはずっと変わってないんですか

ね。いつから変わってないとか、何かそういうのがあればちょっと教えて下さい。 

○議長（山口憲一郎議員） 

田中教育委員会理事。 

○教育委員会理事（田中真君） 

いつからというところまでは現段階では分かりませんが、少なくとも女子の制服につ

いては大きく変わってはいないと記憶しております。ただ、夏服に関しましては生地の

厚さ。保護者あるいは生徒からの申し入れ等を受けて厚くしたという経緯はございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

先日、ちょっと窓口でも理事にこの件について少し伺ったときには、価格が低価格で

あったりとか、もちろん制服が変わると御兄弟とかいたらお下がりというかそういうの

も難しくなるとか、そういうことも一つあるとおっしゃっていたと思うんですが、それ

はもちろん、どうしても変えるときにはそういうことが起こると思いますし、価格にし

ても長与町は要保護、準要保護の世帯の就学支援等もありますし、是非活用していただ

いて、やっぱり先程の保護者の方の御意見にあったように、子どもたちのモチベーショ

ンを上げるというのも結構大事なことだと思うんですね。少なくとも、多分、下着を白

にするよりは学習意欲が増すんじゃないかなと私は思うんですが、選択制になると制服



そのものもリニューアルするという方向でしょうか。その辺もし決まっていれば。 

○議長（山口憲一郎議員） 

田中教育委員会理事。 

○教育委員会理事（田中真君） 

長与中学校に関しましては、現在聞いておるのは現在のものと新たなものとの選択制

も考えているということで聞いております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

分かりました。先程の答弁でも導入に向けて、もう既に検討に入っているということ

なのでこれ以上は申し上げませんが、前回の一般質問で取り上げましたが松浦高校、あ

そこは生徒が、自分たちが中心になって企画してアイドルグループの衣装をプロデュー

スしている会社とコラボして、協議して、若者のセンスに合ったきれいな制服が出来て、

とても生徒も非常に喜んでいるということでしたので、校則の改定だけでなくて、制服

も改定に生徒の意見を取り入れることで、そういう生徒の自主性を育んで通学のモチベ

ーションも上げると私は思いますので、是非、制服のリニューアルに当たっては、生徒

の意見をそこにも取り入れたりして選択制に繋げていただければと思います。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで八木亮三議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１４時４５分まで休憩いたします。 

(休憩 １４時３５分～１４時４５分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順５、西田健議員の①高齢者福祉の充実について、②学校教育及び子育て支援の

充実についての質問を同時に許します。 

３番、西田健議員。 

○３番（西田健議員） 

本日最後です。よろしくお願いをいたします。質問いたします。①高齢者福祉の充実

について。本町の人口は、少しずつではありますが減少傾向にあり、その一方で６５歳

以上の高齢者は年々増加傾向にあり、今後も確実に高齢化が進行していきます。そこで

高齢者をはじめとする住民が将来に向かって安全、安心な暮らしを実現していくために

は、自助、共助、公助の役割分担を明確にしていく必要があると考えます。具体的な推

進施策として第１０次総合計画に記載のとおり、地域の支え合い活動や生きがいづくり

推進等に積極的に取り組むべきと思います。そこで以下の質問を行います。（１）本町

における高齢者の社会参加の状況や地域活動への意識について町はどのように捉えてい

るのか、お伺いします。（２）高齢者がいきいきと活動できる体制づくりが必要と感じ



るが、町は各種活動団体へ現状どのような支援を行っているのか、お伺いします。（３）

第１０次総合計画の主な取り組みの老人クラブ、自治会、サロン、ボランティア等によ

る地域の支え合い活動の拡大についての具体的な施策をお伺いします。 

②学校教育及び子育て支援の充実について。本町における子育て環境は内外から高い

評価を受けており、さらに町内の小中学校の学力も高い評価を得ています。一方で子ど

もの成長を見守っていく中で、親として「はたして育児や教育方法がこれで良いのか」

と不安や悩みを抱えている方もおられます。町は、子育ての環境整備や豊かな人間性と

社会性を育む教育を積極的に推進するべきと考えます。そこで第１０次総合計画の主な

取り組みの中で以下の質問を行います。（１）「不登校ゼロを目指す取り組み」の具体的

な施策を伺います。（２）「ひとり親家庭への支援の充実」の具体的な施策をお伺いしま

す。（３）「子育てサークル等の育成と活動支援」の具体的な施策をお伺いします。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは今日最後の質問者であります西田議員の御質問にお答えさせていただきます。

なお、２番目１点目の質問につきましては、所管をしております教育委員会から回答を

させていただきます。私の方からはそのほかの質問となりますので、よろしくお願いい

たします。まず１番目１点目、高齢者の社会参加の状況や地域活動への意識という御質

問でございます。高齢者の社会参加の状況としましては、国勢調査の結果によりますと、

６５歳以上の労働力率は近年増加傾向にあり、平成２７年を例にとりますと２０.９

８％となっております。地域活動への参加状況につきましては、総合計画策定に向けた

町民意識調査において６０歳以上の方の参加率は５０％を超え、半数以上の方が地域活

動へ参加しているのが実情でございます。また、ボランティア活動へ既に参加もしくは

参加したいと前向きに回答した割合につきましても５０％を超えている状況でございま

す。介護保険事業におきましても生活支援体制整備事業の取り組みといたしまして、社

会参加や地域活動に対する知識や理解を深め、定年後の地域活動に繋げることを目的に、

昨年「地域デビュー講座」というものを開催いたしましたが、こちらにつきましても多

数の御参加がございました。このような状況から見ましても高齢者の方の社会参加や地

域活動への関心、これも年々歳々高くなっていると、そのように考えております。 

２点目の各種活動団体への支援ということでございます。本町では、高齢者の方々で

構成される団体または高齢者への支援活動を行っている各種団体に対しまして様々な支

援を行っております。一般介護予防事業といたしましては、高齢者の閉じこもり、介護

予防を目的に地域住民グループ「いきいきサロン」活動を実施している団体への助成金

の交付や団体の要望に応じまして、出前健康講座として専門講師を派遣し、介護予防の

ための運動、食生活、口腔ケアなどについての健康教育を実施をしているところでござ



います。また、高齢者の生きがいと健康づくりなどを目的に自発的な活動を行っている

老人クラブに対する補助や各種ボランティア活動に取り組んでいる団体に対しましても、

活動内容に応じましてボランティア基金からの助成を行っているところでございます。 

３点目の老人クラブ、自治会、サロンボランティア等による地域の支え合い活動の拡

大についての具体的な施策というお尋ねでございます。平成２７年の介護保険法改正に

より、地域支援事業のうち包括的支援事業の取り組みとして生活支援体制整備事業の実

施が義務付けられました。内容としましては、高齢化の進展により高齢者世帯が増加す

る中、医療、介護のサービスのみならず、ボランティアなど地域の多様な団体と連携し

ながら、高齢者の社会参加や介護予防を推進するとともに日常生活における地域での支

え合い体制を整備するものでございます。本町では、地域の支え合い推進員である生活

支援コーディネーターを平成２９年４月に町に１名、平成３１年１月に社会福祉協議会

に１名、合わせて２名を配置し、平成３１年２月には学識経験者や地域団体代表者など

で構成する支え合いながよ推進協議体、これは第１層でございますけども、この推進協

議体を立ち上げ事業に取り組んでいるところでございます。現在取り組んでいる内容と

いたしましては、生活支援コーディネーターによる地域資源の発掘及び周知活動、第１

層協議体による町全体の支え合い活動を推進するための協議、そしてまたコミュニティ

区域ごとの第２層協議体の設置に向けた協議を進めているところでございます。今後の

取り組みといたしましては、引き続きコーディネーターによる地域活動の支援や新たな

地域資源の発掘、周知活動、そして地域課題の吸い上げを行うとともに地域住民への説

明会や学習会を実施し、先程申し上げました第２層協議体の早期設置を図り、住民相互

の支え合い体制づくりに向けてさらなる取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

２番目２点目でございます。ひとり親家庭への支援の充実の具体的な施策についてと

いうお尋ねでございます。現在の支援といたしましては、仕事と子育てを両立しながら、

経済的に自立し、子どもが心身ともに健やかに成長できるように自立に必要な情報の提

供、相談指導等の支援を行っておるところでございます。さらに職業能力の向上及び求

職活動の支援、福祉資金制度の貸し付けなどの紹介を行っている状況でございます。経

済的な支援といたしましては、児童扶養手当の申請漏れがないように周知広報に努め、

小中学校の保護者で経済的な理由で就学困難な場合は、就学援助制度を利用していただ

くよう制度の周知に努めております。今後も、育児に対する孤立感や負担感が増加しや

すいため、関係機関とも連携を図りながら、気になる御家庭には子育て支援センターや

ファミリーサポートセンターなど様々な支援事業を周知し、個々に適応した支援の充実

を図ってまいりたいと考えております。 

３点目の子育てサークル等の育成と活動支援の具体的な施策というお尋ねでございま

す。長与町には、地域の方が結成した子育て支援自主サークルが現在６か所あります。

０歳児から自由に行くことができる遊び場で、絵本の読み聞かせや自由遊びなどを通し

て、親子、子ども同士、親同士で交流を深める場所として利用していただいております。



長与町におきましても共働きやひとり親世帯の増加による子育ての孤立を防ぎ、育児不

安の軽減を図るためにも、乳幼児とその保護者が相互に交流できるやすらぎの場として

非常に重要なスペースであると考えております。今後も子育て支援自主サークルの活動

により豊かな人間性と社会性を育むことができるように、各子育て支援機関等と連携し、

育児相談及び遊びの提供など、子育て親子が集う魅力あるコミュニケーションスペース

となるよう必要な支援を行ってまいりたいと思っております。私の方からは以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

西田議員の御質問にお答えいたします。２番目、学校教育及び子育て支援の充実につ

いての１点目、不登校ゼロを目指す取り組みの具体的な施策を伺うとなっております。

不登校あるいは不登校傾向となる要因は児童生徒によって様々であり、個人差が大きく

あります。学校では、校長のリーダーシップの下、担任や教職員、保護者、教育相談員、

スクールカウンセラー等、学校と家庭が連携しながら、チームとして個別の支援や働き

掛けを行っております。特に相談活動を充実させることで、その解消に努めるとともに、

必要に応じて医療機関等の外部との連携も図っております。また、学校に足が向かない

児童生徒につきましては、本町で設置しております適応指導教室への登校により、不登

校や不登校傾向の解消に向けた準備や指導を専任の指導員が行っております。さらに昨

年度より文部科学省令和元年１０月２５日付通知「不登校児童生徒への支援の在り方に

ついて」に基づいて、児童生徒が自ら進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目

指せるように、不登校や不登校傾向にある児童生徒の保護者と教育委員会との事前相談

により、放課後デイサービスやフリースクールに通所する場合について出席扱いとする

ことで、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクをこうむることがな

いようにしております。これらのことにより児童生徒を見守りつつ、段階的な復帰に向

けた支援や働き掛けを行うことで不登校ゼロを目指したいと考えております。 

私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

再質問させていただきます。まず１番目なんですけども、今回のこの質問の中でいろ

いろ地域福祉計画等々を見させていただいたんですけども、冒頭ちょっとその前に老人

福祉計画ですね、第８期、これ出来たばっかりなんですけども、ちょっと違和感をもっ

たのが「老人」という言葉なんですよ。確かにこれはもう国も県も老人福祉計画になっ

てるんですけども、その他、長崎市とか、諫早、大村、お隣の時津もみんな高齢者福祉

計画になってるんですけども、私も「老人」というのはちょっと違和感があるんで、も

うこれ令和６年まで変更きかないんで、もしよかったら３年後は高齢者福祉計画に変え



たらどうか。町長どうですか、いいかどうかの検討を。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

老人福祉計画第８期介護保険事業計画の名称につきましての御提案ですけれども、あ

りがとうございます。議員が御指摘のとおり、ほかの市町におきましては名称を変えて

いる所もあるようですので、次の第９期に向けて検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

それではまず１番ですけども、今の答弁の中では参加率等々が結構高いというふうな

ことで答弁ありました。私はこの老人福祉計画の中のアンケート調査結果を基にしたん

ですけども、このアンケート調査結果に見る高齢者の様子ということで、まず高齢者の

社会参加の状況や地域活動への意識ということでアンケートをされております。その中

でいろんな活動があるんですけど、例えばボランティアのグループについては、参加し

ていないという人が５６％、あとスポーツ関係のグループやクラブでも５０％、あと介

護予防のための通いの場、これ、いきいきサロン関係だと思うんですけども、これも参

加していないが６０.１％、それとか老人クラブも５７％、町内会自治会も４４.３％、

これからいくと半分以上は参加していないというデータがあるんですけども、今の回答

ではちょっと若干参加率が高いと、違うなあと思ったんですけども。一方で、これどう

かというのをちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

まず、町長の答弁に地域活動に参加もしくは参加をしたいという率につきまして５

０％を超えている状況という答弁がございましたけれども、この第８期介護保険事業計

画を策定するに当たり介護予防・日常生活圏域ニーズ調査というアンケート調査をさせ

ていただきまして、この結果を掲載させていただいております。この中では、地域活動

と先程議員もおっしゃったんですけれども、ボランティアグループの活動に参加をして

いるとか、スポーツ関係のグループやクラブに参加しているとか、趣味のグループに参

加しているとか、地域活動を７つに分けてアンケートを取らせていただいております。

それぞれの７つの活動につきましては参加の率にばらつきはありますけれども、これを

７つの地域活動のうち、どれか１つでも参加をしているというようなことで捉えさせて

いただきますと、実際、こちらの集計につきましても何らかの地域活動に参加をしてい

るという形で捉えると５０％を超えている状況ではございますので、先程の町民意識調

査の数字とそう変わらないような状況になると考えております。 



○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

一方で、確かに地域づくりの活動の意識ということで、地域づくりや趣味など地域づ

くり活動への参加ということで「参加してもよい」という方は結構やっぱり高いんです。

４２.７％ということで、高いということになっているんで。私が考えたのは、参加し

てもよいと思っているけども、なぜか情報とか、何とか、あまり無いために参加してな

いんじゃないかと思ったんですけども、そういう情報提供をもっとやってもらえばなと

思うんですけども、今実際、先程答弁でもいろいろされているということなんですけど、

私のこれは提案なんですけども、こういうサロン、老人クラブ、自治会、いろんなもの

があるんですけども、これをリスト化したらどうかというのがあるんですよね。高齢者

の方がどういうものがあると、参加したいけどもそういう情報が無いということであれ

ば、例えば「防災マップ」なんかも防災の危険箇所のほかにもいろんな情報が入ってま

す。それとか「大きくな～れ！」でもいろんな情報を入れております。こういう冊子み

たいなのがあれば高齢者の方もいろんな、探し出して参加すると、地域に溶け込めると

いうこともできるんじゃないかと思ってるんですけども、いかがでしょうか。提案です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

御提案ありがとうございます。高齢者の方々が御参加いただけるいろんな地域での活

動であったり、いろんな催し物、そういったものにつきましては、町の方でもたくさん

あると思いますので、ただ、それぞれちょっと所管が分かれてくるものですから、私が

今、この場で作りますということはちょっとお答えできかねるんですけれども、そこに

つきましても併せて検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

要は実施している内容を高齢者の皆さんに伝えることが大切だと思うんです。広報紙

なんかでも出してると思うんですけども、気付いてもらえるのを待つのではなくて、町

の方から情報のツールを作って欲しいというのが私の提案です。よろしくお願いします。 

次に行きます。高齢者がいきいきと活動できる体制づくりですけども、先程答弁がい

ろいろあったんですけども、要は私がちょっと言いたいのは、人の支援とか、物の支援

とか、情報の支援、先程とかぶるんですけども、もう一度どういう支援だったかを。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 



各種団体への支援の内容でございますけれども、私の方からは介護保険事業につきま

して答弁をさせていただきます。介護予防を目的に活動をいただいております地域住民

グループのいきいきサロンという活動がございます。こちらが令和２年度の実績になり

ますけれども、サロンが町内に２０団体がございます。そちらの方につきまして活動費

の助成をさせていただいております。また、介護予防に関する健康教育として実施をい

たしております出前健康講座、こちらにつきましても令和２年度の実績でございますが、

１４団体で延べ１９回にわたりまして専門講師の派遣を行っているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山口福祉課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

ただいまの答弁に加えまして老人クラブ連合会への補助の方を行っておりますが、こ

ちらの方が会員数やクラブ数などに応じて助成を行っております。また、各種ボランテ

ィア団体の助成を行っておりまして、こちらが地域福祉ボランティア基金から現在９団

体の方に助成を行っております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

分かりました。いろんな支援で助成をしているということで、サロンが２０、そのほ

か１４団体あるということなんですけども、このサロンなり、団体なんですけども、こ

れは、やるサロンの方から町の方に申請が上がって、それを基に支援をするというよう

な形、どういうシステムになってるかっていうのをお伺いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

サロンの方につきましては年度の事業計画、予算書を御提出いただきまして、こちら

で審査をさせていただき、その活動内容に応じて補助をさせていただいております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

これについては何か審査みたいなやつがあるんですか、規程みたいなやつは。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

補助の限度額を年間１０万円にいたしまして、活動内容であったり、対象経費であっ

たり、そちらを介護保険課の方で審査をさせていただいて補助を決定しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 



西田議員。 

○３番（西田健議員） 

分かりました。この申し込みがあって、例えばこれはちょっと許可できないなという

ようなケースはありましたか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

細田介護保険課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

審査の際にと言いますか、提出をいただく際、その前にも、いろいろと御指導、アド

バイス等をさせていただきまして、対象になるものと、ならないものがありますよとか、

中には対象にならないものを記載されてくるケースもあるんですけれども、なるべくそ

ういった手間をとらせないように事前のアドバイスを心掛けているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

分かりました。３番目で、老人クラブ、自治会サロン等の支え合い活動ですけども、

これについても、聞くところによって、老人クラブとか自治会、参加者が少なくなって

いるということを聞いているんですけども、これも何らかしら行政の工夫を検討して欲

しいと思ってるんですけども、先程のいろんなことをやられてるんですけども、なんと

か、老人クラブ、自治会等の参加率を上げたいということで、今、言ってあれなんです

けども、そういう計画みたいなやつを検討して欲しいと思ってるんですけども、いかが

でしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山口福祉課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

老人クラブ連合会につきましては、年々加入者数が減少してるのが現状でございます。

特に老人クラブ連合会の方を中心となって若手リーダーをつくったりとかして、工夫を

されながら加入促進の方を努めておりますが、今現在、老人クラブの母数が６０歳以上

となっておりまして、６０歳以上の人口につきましては増えていってる状況でございま

すけれども、６０歳以上の就労率の方も上がっておりますので、単純に年々下がってる

という状況ではないのかなと思ってます。ただやはり就労していない方につきましても

増えている状況でございますので、それならばやっぱり一定低下を止めていきたいとい

うふうに思っておりますので、後方支援を引き続き行っていきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木地域安全課長。 

○地域安全課長（荒木秀一君） 



自治会の方の答弁をさせていただきます。自治会の方はやはり高齢者になると自治会

の役員の負担っていうようなところが話に聞こえてまいります。こういった意味でやむ

を得ず脱会するというような話も聞いたことがございます。この辺、高齢者のみならず

広い範囲で自治会の方々の役員の負担軽減というような観点から、この辺は取り組んで

いきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

これでまた最初に戻るんですけども、さっきのリスト化、高齢者の方が参加しやすい

ような、そういうあれを検討して欲しいということでお願いをしたいと思っております。

老人クラブや自治会ボランティア活動等の参加は減少しており、現状加入者の減少や会

員役員の固定化、高齢化が課題となっている。一方で参加するメリットとして様々な人

との交流や社会貢献の活動は健康づくりと生きがいになるという意見もある。そこで町

に望むことは今言った社会活動への参加することの意義や魅力を発信していただき、活

動の活性化に繋げていくこと。高齢者が活躍できる環境の充実を図っていただきたいと

お願いして、次の質問に移らせていただきます。 

２番ですけど、まず不登校の関係なんですけども、取り組みはいろいろあると。私も

もう教育の現場の方がプロでいろいろされているというのは理解します。それでいろん

な原因があるということで答弁いただきました。確かにそうです。私が思っているのが、

これは長崎新聞の記事なんですけども、大村市で「コンネ」という不登校の子どもの居

場所づくりということで、県内初の取り組みをされているんですけども、子どもたちが

いろんな要因があってやっぱり学校にも馴染めない子たちもいるかと思います、確かに。

そういうことで不登校ゼロを目指すっていうのはもちろん、これを否定するわけじゃな

いんですけども、子どもの気持ちを察して居場所づくりというか、大村では学校と別の

所にそういう居場所を作って自由に登校させて、その子たちは学校も出席扱いにされて

いるということなんですけども、これはもう提案なんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

田中教育委員会理事。 

○教育委員会理事（田中真君） 

大村市のほうで「コンネ」が開始されたと聞いておりますが、大村市教委としまして

は学校適応指導教室で市内１か所既に設けている中で、さらに追加して利用時間等に決

まりのない居場所としてハードルを下げた場所を設置したということで聞いております。

本町におきましては、先程の答弁にございましたように適応指導教室で指導を行ってお

り、併せて放課後デイサービスの利用、あるいはフリースクールの活用者においては出

席扱いとしておりますので、現行の取り組みを継続していきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 



西田議員。 

○３番（西田健議員） 

適応指導教育というのを具体的にどういうものかというのを教えていただければ。 

○議長（山口憲一郎議員） 

田中教育委員会理事。 

○教育委員会理事（田中真君） 

学校に何らかの理由で登校できない、あるいは登校しづらいという児童生徒に対して、

学校と別の場所で支援を行っているものになります。先程の答弁にもありましたが、専

任の指導員が就いて、その子それぞれの状況に応じた支援を行っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

別の場所があるんですか。ちなみに何名とか言ってもおかしいですね、その辺はもう

あまり聞かない方がいいんですか、結構おられるんでしょうか、そういう子どもたちは。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

３月までは南小の横の所に適応指導教室はあったんですが、今は社会福祉協議会、勤

青の中に入れております。今のところ小、中１名ずついます。割と一生懸命、指導員が

おりますので、うまく順調にきていると思います。そこで馴染んだらまた学校へ戻すと、

学校もまず保健室で登校したりして、できたら教室に戻すと、段階的にそういう格好で

いつも動いております。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

常にフォローをされているということを理解しましたので、よろしくお願いします。 

次の質問なんですけども、ひとり親家庭、先程、同僚議員のほうから質問もあって、

ちょっとかぶる面があるんですけども、これも新聞記事なんですけども、これは５月７

日、つい先日の記事の中でシングルマザーの育児ということで載ってまして、１人で乳

幼児を育てる母子世帯のシングルマザーの９人に１人が鬱病などの心の不調を訴えてい

ると、抱えているという内容で、調査結果によると心の不調を抱えているのは、同居す

る親のいないシングルマザーが１１％で最も高いということで、この方たちは自助努力、

それを求めるのは現実的ではないと、行政側から支援を届ける取り組みが必要だと書い

ております。先程の答弁の中でもいろいろあったんで、町の方でもいろいろやられてる

かと思うんですけども、このシングルマザーの方たちは、ここに書いてあるんですけど、

相談をしたいが誰にも相談できないというふうに書かれております。親と同居していな



いシングルマザーは社会的に孤立をしやすい。自治体が持つ情報を活用した積極的な支

援が求められていると記載されています。こういうことで先程もちょっとあったかと思

うんですけども、要は町の方がそういう相談しやすい体制づくりをもっと構築をして欲

しいと思っております。いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

議員御指摘のとおりシングルマザーの方が妊娠をされた場合というのが、特に１人で

悩んだりということが多いかということで、長与町としましては妊娠届を出した際とか、

窓口に来られた際にシングルマザーの方の場合、必ずフォローに入るようにしておりま

す。令和２年度の場合、５６人の妊婦のうち１４人がシングルマザーの方でございまし

た。あと、虐待等のリスクが高い妊婦３人のうち１人がシングルの方っていうことで、

そういうふうな形で出産後もすぐに訪問をして、必要な場合は家事支援等の養育支援等

も行っております。シングルの方が孤立をしないように、長与町としてもいろいろな関

係の機関とも協力をしながら支援を行っている状況でございます。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

分かりました。定期的にフォローをされているということなんで、是非支援をお願い

したいと思っております。最後なんですけども、本町では子育てサークル等々、自治体

主体のサークルとか、母子推進員支援の自主サークル等々あります。これについて、今

幾つあるか分からないんですけども、運営できなくなる、できなくなったとか、そうい

う事象は過去にありましたでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

現在、子育てサークルが６か所実施をしております。今までで活動をやめられた所が

２か所と、１か所休止をしているということになっております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

やめられた原因っていうのは、何か分かってますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

このサロンが地域の方で広がっていってるんですけれども、やはりこの地域の子ども



たちが巣立っていったっていうことや児童館の方が子育て支援センターということで位

置づけられたということで、そういう親子で遊んだりすることができる居場所ができた

っていうことで、地域のお遊び場としての役目を全うしたっていうことが、サロンが休

止とか、閉鎖をした理由というふうにお聞きをしております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

例えばこの自治体の主体のサークルなんですけども、こちらの支援というのはどうい

う形でやられてるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

４つのサロンが母子推進員が主体となってサークルをされておりますので、そちらに

は１万円の補助を町の方から行っております。あと、もう１つのサロンにつきましては、

福祉課からボランティア基金を活用して行っているというふうにお聞きをしております。

あと、もう１つあるサロンにつきましては補助はしておりません。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

４つのサロンで１万円の補助、これは１回につきではなくて年間の１万円なんですか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

町の方からは年間１万円の補助を行っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

嬉里中央にある「さくらんぼ」なんですけども、ちょっと役員の方に聞いたら、年度

初めに申請書を出して計画表を出せば、幾らかちょっと聞いてないんですけど、結構多

くはないけども、この１万円よりははるかに多い額をもらっているみたいなことがあっ

たんですけども、要は私は平等にして欲しいというのがあれなんですけども、この辺の

違いというのは、どういうことなんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

それぞれのサロンで活動されている内容に少し違いがありまして、基本、町の方から



の補助というのは場所の提供であったりとか、活動する際の空調代の補助というような

ことで考えております。議員御指摘の「さくらんぼ」につきましては活動内容を見てみ

ると、バスハイクとか、そういうふうにほかのサロンで行っていないような活動も行っ

ているので、補助の方が少し多くなっているのかなとは思っております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

例えば、ほかの自治体というか、そういうサロンが同じような申請をして計画を見た

ら、もっと増やしてもいいという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

宮司こども政策課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

町としての子育てサロンの意味合いっていうのが、自主サークルということで、町と

しては、補助をたくさんするっていうような形ではなくて、地域の子育て親子に対して

の自主的に居場所づくりをしていただく、どうしても場所とか、空調代とか、そういう

ふうに少額掛かる分についての補助ということで考えております。以上です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

西田議員。 

○３番（西田健議員） 

分かりました。最後に少子化への対策は社会全体の重要な課題となっており、安心し

て子どもが産み育てることができる環境整備が求められています。町に対してはより一

層の支援体制の充実をお願いいたしまして質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで西田健議員の一般質問を終わります。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １５時３３分） 

 


